
九
/、

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

ー
そ
の
批
判
的
再
検
討
i

内

野

正

幸

一
は
じ
め
に

二
本
稿
の
考
察
対
象
と
し
て
の
憲
法
解
釈
論

三
厳
格
な
意
味
で
の
憲
法
解
釈
論

四
若
干
の
検
討

五

む

す

び

は

じ

め

に

本
稿
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
問
題
関
心
を
記
す
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

憲
法
五
六
条
一
環
に
規
定
さ
れ
て
い
る
両
議
院
の
議
事
の
定
足
数
に
関
し
て
は
、
問
項
に
い
わ
れ
る
「
総
議
員
」
の
意
義
を
め
ぐ
っ

て
、
法
定
議
員
数
説
(
先
例
)
と
現
在
議
員
数
説
の
対
立
が
み
ら
れ
が
が
、
〈
右
の
「
総
議
員
」
を
現
在
議
員
の
意
味
に
捉
え
た
う
え
で



議
事
を
運
営
す
べ
き
で
あ
る
〉
(
命
題
A
)
と
論
じ
る
後
説
の
論
者
は
、
前
説
に
よ
る
制
度
の
運
営
は
違
憲
で
あ
る
、

と
考
え
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
ー
ー
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が

i
!論
者
の
多
く
に
と
っ
て
、
答
は
お
そ
ら
く
否
で
あ
ろ
う

他
方
、

直
接
選
挙
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
か
に
つ
き
、
学
説
は
分
か
れ
折
炉
、
こ
の
点
を
積
極
に
解
し
、
〈
国
政
選
挙
は
直
接
選

(
こ
こ
で
は
、

か
り
に
、
否
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
に
議
論
を
進
め
る
)
。

国
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
間
接
選
挙
で
は
な
く

挙
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
〉
〈
命
題
B
)
と
説
く
論
者
は
、
直
接
選
挙
に
し
な
か
っ
た
ら
違
憲
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
然
り
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
命
題
A
も
命
題
B
も
、
憲
法
解
釈
論
上
の
当
為
命
題
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

し
か
し
、
二
つ
の
命
題

に
い
わ
れ
る
〈
べ
き
で
あ
る
〉
の
意
味
は
、
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
こ
と
に
気
が
つ
か
れ
よ
う
。
八
:
:
:
べ
き
で
あ
る

V
は
、
命
題
B
に

あ
っ
て
は
、
〈
:
・
i
は
憲
法
上
の
要
請
で
あ
り
、
そ
の
要
請
に
反
し
た
ら
違
憲
に
な
る

V
と
い
う
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
命

題
A
に
あ
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
列
。
命
題
A
に
い
わ
れ
る
八
:
:
:
べ
き
で
あ
る
〉
は
、
八
:
:
:
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
(
:
:
:

に
反
し
て
も
違
憲
に
な
ら
ず
〉
、

か
つ
望
ま
し
い
(
憲
法
の
趣
旨
に
よ
り
よ
く
適
合
す
る
)
〉
と
い
う
意
味
に
帰
着
す
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
憲
法
解
釈
論
上
の
当
為
命
題
と
し
て
の
八
べ
き
で
あ
る
〉
に
は
、
命
題
B
に
示
さ
れ
る
厳
格
な
意
味
で
の
〈
ベ
き

で
あ
る
〉
と
、
命
題
A
に
一
市
さ
れ
る
緩
や
か
な
意
味
で
の
〈
べ
き
で
あ
る
〉
の
一
一
種
類
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
枠
組
に
照
ら
し
て
み
た
場
合
、
た
と
え
ば
、
人
民
主
権
説
の
論
者
が
八
国
会
議
員
に
対
す
る
有
権
者
の
命
令
的
委
任
(
お
よ
び

罷
免
請
求
〉
の
制
度
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
〉
と
主
張
れ
砧
と
き
、
そ
れ
は
、
い
か
な
る
意
味
で
八
べ
き
で
あ
る
〉
と
言
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
、
憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方
に
つ
き
、
批
判
的
な
再
検
討
を
試
み
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

九
七
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で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
憲
法
解
釈
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
う
ち
の
一
部
の
領
域
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ

で
、
ま
ず
、
本
稿
の
範
囲
の
限
定
性
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

※
本
稿
の
引
用
文
中
の
傍
点
は
、
断
わ
り
の
な
い
限
り
、
筆
者
〈
内
野
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
法
定
議
員
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
小
林
直
樹
『
〔
新
版
〕
憲
法
講
義
下
』
〈
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
)
二
二
二
一
良
、
橋
本
公
豆
『
日

本
国
憲
法
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八

O
)
五一一一一

l
五
一
一
盟
具
、
伊
藤
正
己
『
憲
法
』
(
弘
文
堂
、
一
九
八
二
)
四
一
二
三
!
四
一
一
一
四
頁
、
清
水
陸
「
議

決
の
憲
法
問
題
」
奥
平
康
弘
H
杉
原
泰
雄
編
『
憲
法
学
5
』
(
有
斐
閣
、
一
九
七
七
)
一
一
一
六
頁
以
下
、
四
一
一
兵
、
現
在
議
員
数
説
と
し
て
、
た
と
え

ば
宮
沢
俊
義
著
H
芦
部
信
喜
補
訂
『
全
訂
日
本
国
憲
法
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
七
八
)
四
三
頁
、
佐
藤
功
『
憲
法

m
(新
版
)
』
(
有
斐
関
、

一
九
八
四
)
七
二
八
頁
、
法
学
協
会
編
司
昨
日
解
日
本
国
憲
法
下
巻
』
(
有
斐
鶴
、
一
九
五
四
)
八
六

O
頁
、
清
宮
四
郎
『
憲
法
I
〔
第
一
ニ
版
〕
』

(
有
斐
閣
、
一
九
七
九
)
二
四
回
頁
、
佐
藤
孝
治
明
憲
法
』
(
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
一
)
一
一
九
頁
、
清
水
態
ほ
か
『
憲
法
講
義
1
』
(
有
斐

閥
、
一
九
七
九
)
一
四
回
頁
〔
高
見
勝
利
執
筆
〕
。

(
2
)

積
極
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
橋
本
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
』
四
九
九
頁
、
樋
口
陽
一
ほ
か
『
注
釈
日
本
国
憲
法
上
巻
』
(
青
林
書
院
新
社
、

一
九
八
四
)
三
五
一
一
良
〔
中
村
建
男
執
筆
〕
、
佐
藤
(
幸
)
・
前
掲
『
憲
法
』
八
五
頁
、
伊
藤
・
前
掲
『
憲
法
』
一
一
四
!
一
一
五
真
、
消
極
説
と
し

て
、
た
と
え
ば
宮
沢
日
芦
部
・
前
掲
『
会
uu
日
本
一
闘
憲
法
』
三
五
五
良
、
佐
藤
(
功
)
・
前
掲
『
憲
法
的
』
六
回

O
l六
回
一
一
長
。

(3)

な
お
、
命
題
B
に
い
わ
れ
る
〈
べ
き
で
あ
る
〉
は
、
命
題
A
と
の
対
比
で
は
、
む
し
ろ
〈
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

V
と
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

は
な
か
っ
た
か
、
と
の
疑
問
が
生
じ
え
よ
う
。
し
か
し
、
〈
べ
き
で
あ
る

V
と
〈
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
は
、
ー
i
日
常
用
語
と
し
て
は
、
要
請
の

強
さ
が
違
う
点
で
そ
れ
ぞ
れ
意
味
の
少
し
異
な
っ
た
二
つ
の
議
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
が

l
i規
範
論
理
学
的
に
は
、
〈
べ
き
で
あ
る

(
H
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
)
〉
と
い
う
一
つ
の
範
鴎
の
下
は
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
後
述
ニ
(
四
〉
参
照
。

(
4
)

後
掲
注
(
お
)
(
部
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
参
照
。



一一
本
稿
の
考
察
対
象
と
し
て
の
憲
法
解
釈
論

本
稿
の
考
察
対
象
と
し
て
の
憲
法
解
釈
論
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
当
為
命
題
の
形
を
と
る
憲
法
解
釈
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
加

そ
れ
(
当
該
命
題
)
に
対
す
る
違
反
が
論
理
的
に
違
憲
と
観
念
さ
れ
う
る
よ
う
な
〈
:
:
:
べ
き
で
あ
る
〉
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
具
体

的
当
為
命
題
、
お
よ
び
同
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
当
為
命
題
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〆'崎、

一
、‘-'

( 

一一、_./
ま
ず
、

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
憲
法
学
者
に
よ
る
〈
あ
る
い
は
憲
法
学
の
教
科
書
そ
の
他
の
文
献
に
お
け
る
)
実

践
的
言
明
の
す
べ
て
が
憲
法
解
釈
論
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
憲
法
解
釈
論
は
、
も
っ
ぱ
ら
所
与
の
憲
法
典
(
日
本
国
憲
法
〉
を
対
象
と

(
5
)
 

し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
付
属
法
律
(
国
会
法
な
ど
)
の
解
釈
に
つ
い
て
の
言
明
、
憲
法
学
者

に
よ
る
立
法
政
策
的
提
言
や
、
憲
法
を
改
正
す
べ
き
か
否
か
(
改
正
す
る
と
し
た
ら
い
か
な
る
内
容
の
も
の
に
す
べ
き
か
)

に
つ
い
て
の

実
践
的
言
明
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
憲
法
解
釈
論
に
は
属
さ
な
い
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
憲
法
典
と
憲
法
付
属
法
律
と
が
い
わ
ば
一
体
化
さ
れ
た
形
で
解
釈
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
議
員
の
不
逮
捕
特
権
に
関
す
る
憲
法
五

O
条
お
よ
び
国
会
法
一
一
一
一
一
一
条
と
の
関
わ
り
で
、
議
員
は
い
か
な
る
場
合
に
逮
捕
の
許
諾
を

拒
む
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
、
議
院
は
許
諾
に
醸
し
条
件
や
期
限
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
き
学
説
の
対
立
が

(
6
)
 

み
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
の
解
釈
学
説
は
、
憲
法
解
釈
学
説
と
い
う
よ
り
も
、
憲
法
五

O
条
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
の
盟
会
法
三
一
一
一
条
の
解
釈

に
つ
い
て
の
学
説
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
天
皇
に
刑
事
責
在
は
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ

き
、
学
説
上
、
皇
室
典
範
二
一
条
の
摂
政
不
訴
追
の
規
定
か
ら
類
推
し
て
無
答
寅
〈
な
い
し
訴
追
さ
れ
な
い
〉
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

九
九



一0
0

し
か
し
、
皇
室
典
範
二
一
条
は
憲
法
上
の
要
請
を
確
認
し
た
も
の
で
な
い
と
し
た
ら
、
憲
法
解
釈
を
行
な
う
に
際
し

ハ
8
〉

皇
室
典
範
(
法
律
)
の
規
定
を
援
用
す
る
の
は
筋
違
い
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
学
説
は
、
純
粋
な
憲
法
解
釈
論
で
は
な
く
、

ハ
7
)

る
傾
向
に
あ
る
が
、

(
憲
法
付
属
法
律
を
も
視
野
に
収
め
て
の
)
現
行
法
制
度
の
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
、
解
釈
論
と
は
別
の
種
類
の
実
践

的
言
明
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
帰
着
し
よ
う
。
同
様
の
こ
と
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
に
つ
い
て
の
国
民
審
査
の
要
否
の
問
題

(
柏
山
〉

が
、
憲
法
七
九
条
だ
け
で
な
く
裁
判
所
法
(
や
国
民
審
査
法
〉
の
条
文
を
も
援
用
し
た
形
で
議
論
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
も
妥
当
し
ょ

ぅ
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
か
か
る
解
釈
学
説
を
純
粋
な
憲
法
解
釈
学
説
と
は
位
寵
づ
け
え
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
し

(
U〉

た
いと

も
あ
れ
、
以
上
は
、
憲
法
解
釈
論
に
属
さ
な
い
も
の
と
し
て
本
稿
の
考
察
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

〆台、、

一一一'-' 
一
応
憲
法
解
釈
論
に
属
す
る
と
位
置
づ
け
う
る
規
範
言
明
で
あ
っ
て
も
、

つ
ぎ
の
二
つ
は
、
本
稿
の
範
閤
外
に
お
か
れ
る
。

)
 

唱
E
4(
 
第
一
は
、
内
容
の
具
体
性
に
乏
し
い

(
情
報
内
容
の
豊
富
で
な
い
)
規
範
命
題
で
あ
る
。
憲
法
解
釈
学
説
に
示
さ
れ
る
当
為
命
題

は
、
お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
抽
象
的
・
法
原
理
的
な
そ
れ
と
具
体
的
な
そ
れ
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、
八
地
方
自
治
権

は
国
家
か
ら
伝
来
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
〉
と
い
う
言
明
(
命
題
P
)
、
後
者
の
例
と
し
て
は
、
八
都
道
府
県
と
市
町
村

の
二
段
階
制
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
〉
と
い
う
言
明
〈
命
題
Q
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
前
者
は
、

い
か
な
る
具
体
的
国
家
行

為
(
制
度
)
が
合
憲
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
憲
法
上
の
要
請
に
よ
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
の
規
範
的
言
明
を
豊
富
に
含
む
も
の
と
は

い
え
な
い
(
命
題
P
か
ら
は
、
命
題
Q
も
そ
の
否
定
も
、
た
だ
ち
に
は
導
か
れ
な
い
〉
。
か
か
る
抽
象
的
当
為
命
題
の
例
と
し
て
は
、
そ

の
ほ
か
に
、
国
政
調
査
権
の
本
質
や
最
高
裁
判
所
国
民
審
査
の
本
質
な
ど
を
め
ぐ
る
学
説
に
一
一
小
さ
れ
る
命
題
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
本
稿

は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
抽
象
的
な
当
為
命
題
で
は
な
く
、

(
命
題
Q
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
)
具
体
的
な
当
為
命
題
を
考
察
の
対
象
と



し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
当
為
命
題
の
内
容
が
具
体
的
で
あ
っ
て
も
、
当
該
当
為
命
題
に
対
す
る
違
反
が
論
理
的
に
違
憲
と
観
念
し
え
な
い
も

の
、
す
な
わ
ち
、
〈
当
該
当
為
命
題
違
反
は
違
憲
で
あ
る
〉
と
い
う
文
章
が
憲
法
学
的
に
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

(2) 
た
と
え
ば
、
憲
法
改
正
権
の
限
界
を
め
ぐ
る
議
論
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
、
八
国
民
主
権
を
定
め
る
憲
法
規
定
を
廃
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
〉
と
い
う
命
題
は
、
〈
そ
れ
に
対
す
る
違
反
(
す
な
わ
ち
か
か
る
規
定
を
蕗
止
す
る
こ
と
〉
は
違
憲
で
あ
る
〉
と
い
う
文
章
を
有
効

に
成
立
さ
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
〈
か
か
る
規
定
を
廃
止
し
た
場
合
、
違
憲
と
い
う
よ
り
法
的
革
命
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
)
。

そ
の
ほ
か
に
は
、
法
解
釈
学
的
意
味
で
の
憲
法
変
遷
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
、
憲
法
の
あ
る
条
項
の
裁
判
規
範
性
の
有
無
、
憲
法
と
条
約

の
効
力
の
優
劣
関
係
、
不
承
認
条
約
の
効
力
、
違
憲
判
決
の
効
力
な
ど
に
つ
い
て
の
規
範
的
一
玄
関
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
の
言
明
に
示
さ
れ
る
学
説
は
、

一
応
憲
法
解
釈
学
説
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
考
察
の
射
程
に
入
れ
な
い
こ
と

に
す
る
。

(
ロ
)

憲
法
解
釈
論
的
一
言
明
は
、
当
為
命
題
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
際
、
当
為
命
題
と
し
て
は
、

命
題
た
る
八
:
:
:
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
(
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
〉
と
い
う
形
の
言
明
(
命
題
A
H
要
請
を
示
す
命
題
)

(
四
)

い
わ
ば
基
本

の
ほ
か
に
、

つ
ぎ
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
〈
:
:
:
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
(
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
〉
と
い
う
形
の

言
明
(
命
題
B
H
非
要
請
を
一
示
す
命
題
)
、
八
je--
で
あ
る
べ
き
で
な
い

(
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
)
〉
と
い
う
形
の
言
明
(
命
題
C
H

禁
止
を
一
不
す
命
題
)
お
よ
び
八
:
:
:
で
あ
っ
て
も
よ
い
(
で
る
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
)
〉
と
い
う
形
の
言
明
〈
命
題
D
H
許
容
を
示
す
命

題
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
命
題
B
、
C
お
よ
び

D
は
、
命
題
A
か
ら
派
生
す
る
当
為
命
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
命
題
A
が
前
述
(
ニ
(
一
)
〉
の
仰
に
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
命
題
B
、
C
お

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

。



。

よ
び

D
を
も
考
察
対
象
に
含
ま
せ
る
こ
と
に
す
る
。

(
五
)

な
お
、
本
稿
は
、
当
為
命
題
の
内
容
(
命
題
の
示
す
結
論
)
に
着
目
し
て
憲
法
解
釈
論
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

当
為
命
題
が
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
き
導
か
れ
た
か
を
問
題
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
海
外
渡
航
の
自
胞
の
根
拠
を
憲
法
二

門
日
目
〉

二
条
一
項
、
同
条
ニ
項
お
よ
び
一
一
一
一
条
の
う
ち
い
ず
れ
に
求
め
る
べ
き
か
に
つ
き
学
説
の
争
い
が
あ
る
が
、
か
か
る
理
由
づ
け
に
つ
い
て

の
学
説
の
相
違
は
、
こ
こ
で
は
無
視
さ
れ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
学
説
に
つ
い
て
語
る
際
、
理
由
づ
け
の
問
題
に
あ
ま
り
ふ
れ
ら
れ
る

こ
と
が
な
い
が
、
こ
の
こ
と
も
、

一
つ
に
は
、
右
の
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
形
に
考
察
対
象
に
対
し
て
限
定
が
付
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
三
で
述
べ
る
よ
う
な
厳
格
憲
法
解
釈
論
を

語
る
に
な
じ
む
よ
う
な
素
材
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

(
5
)

こ
れ
は
、
憲
法
解
釈
と
は
何
を
対
象
に
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
に
つ
い
て
の
立
言
で
あ
っ
て
〈
な
お
注
(
沼
)
参
照
)
、
憲
法
解
釈
を
す
る
に

あ
た
り
何
を
参
考
に
し
、
ま
た
勘
案
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
立
言
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
そ
れ
は
、
憲
法
解
釈
論
が
歴
史
的
・
社
会
的
事
実
を
も
視

野
に
収
め
た
う
え
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
決
し
て
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
憲
法
解
釈
に
お
け
る
憲
法
典
の

法
源
性
を
め
ぐ
る
論
争
(
と
h

ソ
わ
け
、
小
嶋
和
司
「
法
源
と
し
て
の
憲
法
典
の
価
値
に
つ
い
て
」
田
中
二
郎
先
生
古
稀
記
念
『
公
法
の
理
論
下
E
』

(
有
斐
閥
、
一
九
七
七
〉
一
四
六
七
頁
以
下
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
含
む
論
稿
た
る
、
小
林
直
樹
「
憲
法
概
念
の
考
察
」
『
法
学
協
会
百

周
年
記
念
論
文
集
』
〈
有
斐
閥
、
一
九
八
三
)
一
頁
以
下
、
二

0
1二
五
頁
や
樋
口
陽
一
「
憲
法
概
念
と
憲
法
解
釈
」
芦
部
信
喜
ほ
か
編
『
演
習
憲

法
』
(
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
四
)
一
一
一
頁
以
下
、
八

i
一
O
頁
参
照
)
に
対
す
る
一
定
の
発
言
を
直
接
的
に
合
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
6
)
さ
し
あ
た
り
、
佐
藤
(
幸
)
・
前
掲
『
憲
法
』
一
四
七
頁
な
ど
参
照
。

(7)

前
掲
『
註
解
日
本
国
憲
法
上
巻
』
六
八
頁
、
小
林
・
前
掲
司
憲
法
講
義
下
』
五
五
|
五
六
一
貝
、
佐
藤
(
功
)
・
前
掲
『
憲
法

ω』
五
八
頁

伊
藤
・
前
掲
『
憲
法
』
一
五
一
頁
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
争
い
が
あ
る
(
た
と
え
ば
橋
本
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
』
四
六
一
頁

参
照
〉
。

〈
8
}
同
様
の
指
摘
を
行
な
う
も
の
と
し
て
、
橋
本
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
』
四
六
一
一
員
。



(9)

な
お
、
佐
藤
(
卒
)
・
前
掲
『
憲
法
』
一
七
六
頁
は
、
「
天
皇
も
不
訴
追
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
法
は
前
提
と
し
て
い
る
」
、
と
し
て
い
る
。

(ω)
こ
の
点
に
つ
き
、
と
り
わ
け
、
佐
藤
功
「
最
高
裁
判
所
長
官
任
命
に
つ
い
て
の
関
民
審
査
の
要
否
」
小
嶋
和
司
編
『
憲
法
の
争
点
』
(
ジ
ュ
リ

ス
ト
増
刊
)
(
有
斐
閥
、
一
九
八

O
)
一
八
五
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
こ
こ
で
の
本
文
の
文
脈
で
は
、
三
(
ニ
)
⑪
で
後
述
す
る
佐
藤
(
孝
)
説
は
、
視

野
に
は
い
っ
て
い
な
い
。

(
日
)
な
お
、
下
級
裁
判
所
裁
判
官
の
再
任
に
関
す
る
憲
法
八

O
条
一
項
後
段
に
つ
き
、
多
く
の
学
説
は
、
再
任
原
則
説
(
襲
来
裁
量
説
〉
を
と
っ
て

い
る
が
、
こ
の
学
説
は
、
現
行
の
裁
判
官
制
度
(
キ
ャ
習
ア
・
シ
ス
テ
ム
)
を
所
与
の
も
の
と
し
て

i
iす
な
わ
ち
、
日
本
国
憲
法
下
で
ア
メ
リ
カ

式
の
法
曹
一
一
忍
測
が
採
用
さ
れ
た
場
合
を
視
野
に
収
め
ず
に
1

1
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
実
質
的
に
は
、
純
粋

な
憲
法
解
釈
論
で
は
な
く
、
現
行
制
度
の
解
釈
論
を
主
張
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
(
な
お
、
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
、
新
た
な

理
論
構
成
を
鋭
く
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、
野
中
俊
彦
「
下
級
裁
判
所
裁
判
官
の
蒋
任
制
度
」
奥
平
康
弘
・
杉
原
泰
雄
編
『
憲
法
学
4
』
(
有
斐
閣

一
九
七
七
〉
一

O
四
頁
以
下
、
一
一
一
一

i
一一一一一頁)。

(
臼
)
な
お
、
こ
の
こ
と
は
、
か
り
に
、
憲
法
解
釈
は
実
践
で
は
な
く
認
識
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
立
場
1
1
1
筆
者
は
こ
の
立
場
に
は
く
み

し
な
い
が

l
lに
立
っ
た
場
合
で
も
妥
当
す
る
。
と
い
う
の
は
、
認
識
の
対
象
と
な
る
憲
法
典
の
条
文
自
体
が
当
為
命
題
と
し
て
定
式
化
し
う
る
も

の
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
直
思
法
解
釈
は
、
か
か
る
当
為
命
題
(
た
と
え
ば
憲
法
一
二
条
二
項
前
段
に
示
さ
れ
る
八
検
閲
は
こ
れ
を
し
て
は

な
ら
な
い
〉
と
い
う
命
題
)
か
ら
、
よ
り
具
体
的
な
当
為
命
題
(
た
と
え
ば
〈
行
政
機
関
に
よ
る
表
現
内
容
の
事
前
抑
制
酬
は
絶
対
に
し
て
は
な
ら
な

い
〉
と
い
う
命
題
)
を
導
き
出
す
作
業
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
日
)
要
請
を
一
示
す
命
題
に
は
、
当
然
、
八
:
:
:
す
る
べ
き
で
あ
る
(
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
〉
と
い
う
形
の
一
言
明
も
含
ま
れ
る
。
が
、
こ
こ
で
は
、

便
宜
上
、
本
文
で
示
し
た
言
明
を
も
っ
て
要
請
を
示
す
命
題
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
本
文
に
い
わ
れ
る
〈
:
:
:
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
〉
は
、

〈
:
:
:
で
あ
る
(
す
る
)
べ
き
で
あ
る
〉
と
読
み
か
え
て
い
た
だ
い
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。
同
様
の
こ
と
は
、
命
題
A
だ
け
で
な
く
、
命
題
B
、
c、

D
に
つ
い
て
も
(
さ
ら
に
は
、
三
(
一
)
で
後
述
す
る
命
題
削
品
、
町
、

C
、
V
に
つ
い
て
も
て
妥
当
す
る
。

(
M
H
)

命
題
A
に
対
し
て
は
、
二
種
類
の
否
定
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
(
た
と
え
ば
井
上
達
夫
「
法
命
題
の
概
念
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」

東
京
大
学
教
養
学
部
社
会
科
学
紀
要
第
一
一
一

O
輯
(
一
九
八
一
)
一
七
九
頁
以
下
、
一
一
一
一
一
良
参
照
)
、
か
か
る
否
定
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
が
命
題

B
お
よ
び
C
で
あ
る
。
命
題
D
は
、
命
題
A
に
対
し
て
、
(
八
:
:
:
で
あ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
〉
と
い
う
形
に
)
双
方
の
否
定
を

重
ね
て
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

一O
三



一O
四

(お〉

た
と
え
ば
、
芦
部
信
事
編
皐
忠
法
彊
人
権
∞
』

(
有
斐
閥
、

一
九
八
一
)
一
五
1
一
七
一
員
〔
中
村
陵
男
執
筆
〕
参
照
。

厳
格
な
意
味
に
お
け
る
憲
法
解
釈
論

〆目、、

一
、‘ー./

憲
法
解
釈
論
は
、
典
型
的
に
は
、
あ
る
国
家
行
為
も
し
く
は
事
態
が
合
憲
(
憲
法
上
許
さ
れ
る
)
か
違
憲
(
憲
法
上
禁
じ
ら
れ

る
)
か
、
あ
る
い
は
、

(
そ
の
要
請
に
反
し
た
ら
違
憲
に
な
る
と
い
う
意
味
で
の
)
憲
法
上
の
要
請
な
の
か
否
か
を
指
摘
す
る
も
の
と
し

て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ニ
(
四
)
で
述
べ
た
四
つ
の
命
題
は
、
憲
法
解
釈
論
の
平
面
に
移
し
か
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、

ド

A

日
憲
法
上
の
要
請
、

W
D
H
憲
法
的
非
要
請
(
憲
法
上
の
要
請
で
は
な
い
)
、

C

H
憲
法
上
の
禁
止
〈
違
憲
)
お
よ
び
W
U
H
憲
法
上
の
許

容
(
合
憲
)
を
示
す
命
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

r
(
お
よ
び
宮
)
に
つ
き
、
八
国
会
議
員
の
選
挙
に
つ
き

直
接
選
挙
を
採
用
す
る
こ
と
は
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
(
で
は
な
い

)
V、
C

(
お
よ
び
ぴ
)
に
つ
き
、
八
税
関
検
査
は
違
憲
で
あ
る

「
〔
刑
事
訴
訟
法
上
の
黙
秘
権
の
〕
規
定
は
直
接
に
〔
不
利
益
供
述
強
要
禁

止
に
関
す
る
憲
法
三
八
条
一
項
〕
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
そ
の
趣
旨
を
法
律
に
よ
り
さ
ら
に
進
め
た
も
の
と
解
さ
札
碍
」
、

〈
合
憲
で
あ
る
〉
〉
と
い
う
命
題
が
島
、
げ
ら
れ
る
。
な
お
、

と
さ
れ
た
り
、
労
働
組
合
法
二
七
条
の
定
め
る
、
不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
労
働
委
員
会
に
よ
る
救
済
の
制
度
が
「
憲
法
〔
ニ
八
条
〕
の

保
障
以
上
の
札
制
」
と
し
て
位
買
っ
け
ら
れ
た
り
す
る
の
は
、

B
(憲
法
的
非
要
請
)
の
言
明
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
性
格
を
も
っ
憲
法
解
釈
論
上
の
言
明
は
、
立
法
政
策
的
当
一
合
に
関
す
る
言
明
と
自
覚
的
に
区
別
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
と
い

え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
学
説
に
お
け
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
き
方
に
よ
っ
て
例
証
さ
れ
る
。

「
象
徴
侮
辱
罪
と
い
っ
た
規
定
を
設
け



ハ
刊
日
〉

て
も
、
そ
の
当
不
当
は
別
と
し
て
、
法
論
理
的
に
は
違
憲
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
、

の
不
利
益
を
課
す
こ
と
は
、

「
投
票
権
を
行
使
し
な
い
者
に
一
定

(
同
日
)

そ
れ
が
立
法
政
策
と
し
て
望
ま
し
い
否
か
は
別
と
し
て
憲
法
の
禁
止
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
、

「
〔
間
接

選
挙
制
の
〕
採
用
の
当
否
は
別
と
し
て
、
こ
の
制
度
に
よ
る
議
員
も
〔
憲
法
四
三
条
一
項
の
〕
選
挙
に
基
づ
く
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で

〈

mxnu

き
ょ
う
」
。

と
も
あ
れ
、
憲
法
解
釈
論
の
本
質
は
、
憲
法
上
望
ま
し
い
か
否
か
で
は
な
く
、
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
か
否
か
を
指
摘
し
、
ま
た
、
憲
法

上
望
ま
し
く
な
い
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
憲
法
上
禁
止
さ
れ
る
か
否
か
を
指
摘
す
る
点
に
存
ず
る
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
「
憲
法
の
立
場
か
ら
好
ま
し
い
」
(
傍
点
は
原
文
に
よ
る
)
と
い
っ
た
言
明
は
、
「
一
穫
の
精
神
訓
話
で
あ
っ
て
、

〈

幻

)

法
的
に
は
無
意
味
」
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
あ
る
法
的
制
度
に
つ
き
、
八
w

ぞ
れ
の
採
用
は
憲
法
上

許
容
さ
れ
、

か
つ
望
ま
し
い

(
し
か
し
憲
法
上
の
要
請
で
は
な
い
)
〉
と
語
る
の
と
、
〈
そ
れ
の
採
用
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
が
、
決
し

て
望
ま
し
く
な
い
〉
と
説
く
の
と
で
は
、
憲
法
解
釈
論
上
の
意
味
は
ま
っ
た
く
異
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

か
か
る
憲
法

解
釈
論
の
立
場
か
ら
は
、
あ
る
国
家
行
為
に
対
す
る
法
的
評
価
は
、

i
!こ
こ
で
は
、
憲
法
上
の
禁
止
を
別
に
す
れ
ば

i
l的
八
憲
法
上

許
容
さ
れ
、

か
っ
そ
れ
に
と
ど
ま
る
(
憲
法
上
の
要
請
で
は
な
い
)
〉
か
、

M
W
八
憲
法
上
許
容
さ
れ
、

か
つ
要
請
さ
れ
る
(
そ
の
要
請
を

満
た
さ
な
け
れ
ば
違
憲
と
な
る
)
〉
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
両
者
の
聞
に
八
憲
法
上
望
ま
し
い
〉
と
い
っ
た
独
立
の
中
間
項
は
存
在
し

":、

〉又ふれ同一し

(
そ
れ
は
川
刊
に
帰
着
す
る
〉
、
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
〈
憲
法
上
望
ま
し
い
〉
な
ど

の
一
語
を
使
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
右
の
点
な
ふ
ま
え
た
う
え
で
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
断
わ
っ
て
お
き
た
い
。
ま
た
、

以
下
の
叙
述
で
は
、
便
宜
上
1
1表
現
が
や
や
不
正
確
で
は
あ
る
が
1

1
、
的
お
よ
び
同
を
単
に
、
そ
れ
ぞ
れ
八
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
〉

八
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
〉
と
表
記
し
、
的
お
よ
び
同
の
主
張
を
内
容
と
す
る
説
を
そ
れ
ぞ
れ
許
容
説
、
要
請
説
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

一O
五



一O
六

(一一

)ω
三
(
二
で
み
た
よ
う
な
性
格
の
憲
法
解
釈
論
に
つ
い
て
は
、

て
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
)
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
お
よ
そ
憲
法
解
釈
論
は
厳
格
憲
法
解
釈
論
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

」
こ
で
は
、
そ
れ
を
厳
格
な
意
味
で
の
憲
法
解
釈
論
(
略
し

い
う
点
に
つ
い
て
は
、

l
i四
で
後
述
す
る
よ
う
に
異
論
も
提
示
さ
れ
与
え
よ
う
が
i
l
hそ
れ
は
憲
法
学
者
に
と
っ
て
一
種
の
常
識
に
属
す

る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
こ
と
は
、

か
か
る
「
常
識
」
は
憲
法
解
釈
論
的
言
明

の
す
べ
て
に
つ
い
て
通
用
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
解
釈
論
的
言
明
が
、
要
請
、
許
容
の

い
ず
れ
(
あ
る
い
は
禁
止
、
非
要
請
の
い
ず
れ
)

の
性
格
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
な
か
っ
た
り
、
憲
法
上
の
要

請
、
非
要
請
、
禁
止
、
許
容
と
い
う
枠
組
で
捉
え
き
れ
な
い
当
為
命
題
が
、
憲
法
解
釈
論
上
の
命
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
り
す

る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
つ
に
は
、
憲
法
解
釈
を
扱
っ
た
学
説
や
判
例
に
お
い
て
、
八
:
:
:
は
憲
法

O
条
の
趣
旨
に
よ
り

ハ
的
品
〉

よ
く
適
合
す
る
〉
と
い
っ
た
類
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
ま
れ
で
な
い
、
と
い
う
点
に
も
示
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
か
か
る
表
現

に
一
不
さ
れ
る
場
合
は
、

一
応
除
外
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

以
下
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
立
場
か
ら
光
を
当
て
た
場
合
に
趣
旨
・
性
格
が
必
ず
し
も
完
全
に
明
確
で
は
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
|
|

あ
る
い
は
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
枠
組
で
は
捉
え
き
れ
な
い
よ
う
な

i
l憲
法
解
釈
学
的
言
明
の
例
を
あ
げ
つ
つ
、
そ
れ
を
厳
格
憲
法
解
釈

論
の
枠
組
で
捉
え
直
す
作
業
を
試
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(2) 

手
始
め
に
、

一
で
言
及
し
た
定
足
数
と
命
令
的
委
任
論
の
問
題
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

① 

定
足
数
に
関
す
る
憲
法
五
六
条
一
項
に
つ
い
て
は
、
採
り
う
る
厳
格
憲
法
解
釈
論
上
の
立
場
は
、

つ
ぎ
の
三
つ
の
い
ず
れ
か
に
な

ろ
う
。
第
一
は
、
問
項
に
い
わ
れ
る
「
総
議
員
」
は
法
定
議
員
を
指
す
と
い
う
解
釈
に
立
脚
し
た
制
度
の
運
用
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
る

〈
か
か
る
要
請
に
反
し
た
議
事
の
運
用
は
憲
法
上
禁
じ
ら
れ
る
)
と
す
る
立
場
、
第
二
は
、

「
総
議
員
」
と
は
現
在
議
員
の
意
味
で
あ
る



と
い
う
解
釈
に
基
づ
く
制
度
の
運
用
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
(
か
か
る
要
請
に
反
し
た
ら
違
憲
と
な
る
〉
と
す
る
立
場
、
第
三
は
、
右
の

い
ず
れ
の
制
度
の
運
用
も
護
法
上
許
容
さ
れ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
法
定
議
員
数
説
は
右
の
第
一
、
第
三
の
い
ず
れ
の
立
場

に
帰
着
す
る
の
か
、
ま
た
、
現
在
員
数
説
は
第
二
、
第
三
の
い
ず
れ
の
立
場
に
帰
着
す
る
の
か
と
い
う
点
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
あ
る

と
は
い
え
ま
い
。
が
、
推
測
す
る
に
、
多
く
の
論
者
に
あ
っ
て
、
両
説
は
、
互
い
に
他
説
に
基
づ
く
制
度
の
運
用
を
違
憲
と
難
ず
る
主
張

を
含
意
す
る
も
の
で
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
と
す
る
と
、
両
説
の
対
立
は
、
憲
法
五
六
条
一
項

の
枠
内
で
い
ず
れ
の
解
釈
も
と
り
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
、
ど
ち
ら
が
憲
法
上
望
ま
し
い
か
、
な
い
し
は
憲
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
レ
ト

合
理
的
で
あ
る
か
、
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
両
説
の
論
者
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ぞ
れ
自
説
に
つ
き
、
八
憲
法
上
望
ま
し
い
〉
以
上
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
つ
も
り
で

あ
る
、
と
反
論
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
現
在
議
員
数
説
に
関
し
て
い
う
と
、
実
際
、
現
存
す
る
現
在
議
員
数
説
と
は
別
に
、

ω八
現

(
m
a
)
 

在
議
員
数
と
す
る
の
が
望
ま
し
い
〉
と
す
る
説
が
成
立
し
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
現
在
議
員
数
説
は
、
こ
の
附
と
、
同
八
現
在
議
員

数
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
違
憲
と
な
る
〉
と
す
る
説
(
前
述
の
第
二
の
立
場
)
と
の
中
聞
の
道
を
行
く
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
、
八
現
在
議
員
数
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
準
違
憲
と
な
る

V
と
で
も
言
っ
て
い
る
こ
と
に
帰
着
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
が
、
か
か
る
準
違
憲
な
る
概
念
は
認
め
が
た
い
の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
議
員
数
説
は
、

1

1
そ
れ
が
か
り
に
同
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
と
し
た
ら

l
i叫
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
る
う
か
。
も
っ
と
も
、
か
く
い
う
場
合
、
憲
法
上
の

要
請
と
ま
で
は
い
え
な
い
肯
定
的
価
値
判
断
を
、
そ
の
判
断
の
強
さ
の
度
合
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
八
憲
法
上
望
ま
し
い
〉
と
い
う
言

葉
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
右
の
川
仰
が
さ
ら
に
は
許
容
説
〈
前
述
の
第
三
の
立
場
〉
に
解
消
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
こ

と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

一O
七



一O
八

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
か
る
評
価
は
的
は
ず
れ
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
り
え
よ
う
が
、
そ
の
こ
と
は
別
に
、
少
な
く
と
も
私
自
身
の

憲
法
解
釈
論
と
し
て
は
、
前
述
の
第
三
の
立
場
を
と
っ
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
五
六
条
一
項
所
定
の
定
足
数
に
関
し
て
は
、
憲

法
の
規
定
は
、
法
定
議
員
数
説
、
現
在
議
員
数
説
の
い
ず
れ
を
と
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
規
範
的
指
針
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
そ
の
規
律
を

下
位
の
法
形
式
(
法
律
も
し
く
は
議
院
規
則
)
な
い
し
不
文
の
制
度
運
用
の
慣
行
に
委
ね
て
い
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。② 

国
会
議
員
に
対
す
る
有
権
者
の
命
令
的
委
任
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
①
の
場
合
と
同
様
に
、
採
り
う
る
立
場
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
い

ず
れ
か
に
な
ろ
う
。
第
一
は
、
命
令
的
委
任
は
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
と
す
る
立
場
、
第
二
は
、
命
令
的
委
任
は
憲
法
上
禁
止
さ
れ
る
と
す

る
立
場
、
第
三
は
、
命
令
的
委
任
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
ハ
要
請
さ
れ
て
は
い
な
い
)
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
命
令
的
委
任
論
の
主
張

「
日
本
国
憲
法
の
国
民
主
権
を
『
人
民
主
権
』
の
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、

(お〉

命
令
的
委
任
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
こ
れ
を
禁
止
す
べ
き
理
由
は
な
く
な
る
」
、
あ
る
い
は
、
「
『
人
民
主
権
』
の
原
理
か

ハ
叫
岬
〉

ら
す
れ
ば
命
令
的
委
任
:
:
:
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
明
は
、
第
一
、
第
三
の
い
ず
れ
の
立
場
に
か
か
る
も
の
な
の
で
あ

る
う
か
。
他
方
、
命
令
的
委
任
を
採
用
す
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
と
す
る
論
却
は
、
第
二
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
う
か
、
そ
れ

は
、
第
一
か
第
一
一
一
の
立
場
に
帰
着
し
よ
う
が
、
は
た
し
て
、

と
も
、
第
一
一
一
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
命
令
的
委
任
の
採
用
は
違
憲
と
は
い
え
な
い
が
好
ま
し
く
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な

ぉ
、
罷
免
請
求
の
制
度
に
つ
い
て
も

i
lそ
れ
は
命
令
的
委
径
を
前
提
と
し
な
く
て
も
認
め
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
が
(
た
と
え
ば
汚
職

議
員
に
対
し
て
の
場
合
)
l
i
大
体
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す
る
が
、
た
だ
、
そ
こ
で
は
、
そ
れ
の
採
用
は
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
す
る
学

〈
輔
副
〉

説
が
、
か
な
り
明
確
な
形
で
存
在
す
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

(3) 

い
わ
ば
導
入
部
と
し
て
掲
げ
た
以
上
の
①
お
よ
び
@
の
例
と
の
関
わ
り
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

つ
ぎ
の
ニ
点
で
あ
る
。



第
一
は
、
憲
法
解
釈
に
か
か
る
言
明
を
提
示
す
る
場
合
に
は
、
当
該
言
明
が
い
か
な
る
趣
旨
・
性
格
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の

か
、
と
く
に
、
〈
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る

V
、
〈
憲
法
上
望
ま
し
い
〉
(
す
な
わ
ち
〈
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
〉
)

の
い
ず
れ

の
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
確
に
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
憲
法
条
項
は
当
該
問
題

に
つ
い
て
の
一
義
的
な
規
範
的
指
針
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
そ
れ
の
処
理
の
仕
方
を
法
律
を
始
め
と
す
る
下
位
の
法
形
式
な
い
し
制
度
の
運

用
に
委
ね
て
い
る
と
み
る
見
解
を
下
位
規
範
委
任
説
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
の
中
に
は
、
定
足
数
の
例
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
枠
組
で
捉
え
直
す
と
、
下
位
規
範
委
任
説
と
し
て
位
置
づ
け
直
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
、

か
な
り
含
ま
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、

さ
ら
に
、
様
々
の
例
を
あ
げ
つ
つ
、
右
の
二
つ
の
指
摘
の
意
味
を
よ
り
具
体
的
に
明

ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(4) 

ま
ず
、
右
の
ニ
点
の
う
ち
、
も
つ
ば
ら
言
明
の
不
明
確
に
関
す
る
第
一
点
に
か
か
る
も
の
と
し
て
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
例
が
あ
げ

ら
れ
よ
う
。

③ 

憲
法
四
一
条
が
「
国
会
は
:
:
:
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
の
「
立
法
」
が
、
実
質
的
意
味
の
法
律
の
定
立
を

意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
学
説
は
大
体
一
致
し
て
い
る
が
、
実
質
的
意
味
の
法
律
と
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
学
説
は
区
々

に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
便
宜
上
、
様
々
の
学
説
の
中
か
ら
、
国
民
の
権
利
義
務
に
関
す
る
一
般
的
抽
象
的
法
規
範
と
す
る
説

〈
甲
説
)
と
、
単
に
一
般
的
抽
象
的
法
規
範
と
す
る
説
(
乙
説
)
を
と
り
だ
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
問
題
に
す
べ
き
は
、
実

質
的
意
味
の
法
律
と
は
何
か
、

と
い
う
問
い
か
け
の
意
味
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

い
か
な
る
内
容
の
法
規
範
は
、
国

会
の
議
決
に
よ
り
成
立
す
る
法
形
式
た
る
法
律
の
形
で
定
立
す
る
こ
と
が
|
|
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
か
、

で
は
な
く

i
i護
法
上
要
請
さ

れ
る
か
、

と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
甲
説
の
一
論
者
が
、

「
的
国
民
の
権
利
・
義
務
を
定
め
る
、

ω

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

一O
九



二
O

「
的
の
要
素

に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
『
法
規
』
以
外
の
も
の
ま
で
を
形
式
的
意
味
の
法
律
が
内
容
と
す
る
こ
と
も
承
認
さ
れ
る
〔
許
容
さ
丸
山
~
ご
、

、
、
、
、
、
ハ
mv

一
般
的
・
抽
象
的
な
法
規
範
」
は
「
形
式
的
意
味
の
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
る
と
と
も
に
、

と
論
じ
て
い
る
点
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
が
、
他
方
、
乙
説
の
一
論
者
は
、
「
一
般
的
・
抽
象
的
法
規
範
で
あ
る
限
り
、
い
か

な
る
事
項
に
つ
い
て
も
:
:
:
立
法
の
対
象
と
し
、
:
:
:
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
か
ト
ふ
」
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、

法
律
で
定
め
う
る
、
ま
た
定
め
る
べ
き
事
項
を
で
き
る
限
り
拡
大
す
る
こ
と
が
こ
の
憲
法
の
趣
旨
に
合
致
す
る
」
、
と
い
う
点
を
あ
げ
て

(
M
M
)
 

い
る
。
こ
こ
で
は
、
憲
法
上
の
許
容
、
要
請
の
い
ず
れ
が
語
ら
れ
て
い
る
の
か
が
、
や
や
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

か
り
に
、
甲
説
や
乙
説
が
要
請
の
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
被
疑
者
補
慎
規
程
な
ど
も
法
律
と
し
て
定
め
な
け
れ
ば
違
憲
と
な

る
が
、
論
者
は
そ
の
よ
う
な
帰
結
を
認
め
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
両
説
は
、

し
か
じ
か
の
内
容
の
法
規
範
は
法
律
で
定

め
る
の
が
憲
法
上
望
ま
し
い
、
と
主
張
す
る
性
格
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
甲
説
お
よ
び
乙
説
の
問
題
を
離

れ
て
い
え
ば
、
あ
る
種
の
個
別
的
法
規
範
(
措
置
法
)
も
実
質
的
意
義
の
法
律
に
含
め
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
お

r、
か
か
る

措
置
法
は
法
律
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
が
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
、
要
請
さ
れ
る
の
い
ず
れ
の
趣
旨
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

憲
法
一
四
条
に
お
け
る
法
の
下
の
平
等
は
実
質
的
平
等
を
含
む
、
と
い
う
命
題
は
、
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
う
か
。
実

質
的
平
等
の
実
現
は
憲
法
(
一
四
条
)
上
の
要
請
で
あ
る
、
と
い
う
札
間
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
形
式
的
平
等
の
犠
牲
の
上
に
成
立
す

る
実
質
的
平
等
の
実
現
が
憲
法
一
四
条
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
鉱
閉
で
あ
ろ
う
か
。
宮
沢
俊
義
教
授
は
、

④ 

「
重
要
な
こ
と
は

:
:
社
会
国
家
的
立
場
に
立
っ
て
、
民
主
主
義
的
合
理
性
〔
合
理
的
差
別
〕
の
内
容
を
き
め
る
こ
と
で
あ
る
」

〈
命
題
P
)
、
と
述
べ
る

と
と
も
に
、
そ
れ
に
続
け
て
、

「
:
:
:
そ
こ
で
要
請
さ
れ
る
平
等
も
、
:
:
:
社
会
国
家
の
理
念
に
即
し
た
実
質
的
平
等
で
な
く
て
は
な
ら

(
命
題
Q
て
と
論
じ
て
い
辺
。
命
題
P
は
許
容
説
、
命
題
Q
は
要
請
説
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
一
応
読
み
う
る
。
し
か
し
、

な
い
」



教
授
に
あ
っ
て
は
、
許
容
と
要
請
の
区
別
は
、
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
、
ま
た
、
命
題
Q
は
、
命
題
P
と
同
じ

意
味
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
命
題
Q
も
、
実
質
的
に
は
、
要
請
説
を
表
明
し
た
も
の
で

は
な
い
、
と
捉
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
こ
の
宮
沢
説
に
代
表
さ
れ
る
、
憲
法
一
四
条
は
実
質
的
平
等
を
含
む
と
す
る
学
説
は
、
多
数

(

釘

〉

(

咽

却

〉

説
の
地
位
を
占
め
て
い
る
と
さ
れ
た
り
す
る
が
、
し
か
し
、
同
説
に
属
す
る
と
さ
れ
る
学
説
は
、
必
ず
し
も
、
要
請
説
を
主
張
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
は
、
か
か
る
学
説
は
、
一
四
条
は
実
質
的
平
等
の
憲
法
的
要

ハ鈎

au

請
を
含
ま
な
い
と
す
る
学
説
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

地
方
自
治
擦
の
本
質
の
問
題
と
し
て
、

ハ

ω)

優
先
〕
の
原
則
が
要
求
さ
れ
る
」
、
と
い
う
命
題
を
語
る
学
説
は
そ
れ
を
憲
法
上
の
要
請
と
し
て
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

ハ
剣
×
U
)

う
か
。 ⑤ 

「
団
体
自
治
に
か
か
わ
る
公
の
事
務
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
地
方
優
先
〔
し
か
も
市
町
村

(5) 

つ
ぎ
に
、

ωに
い
わ
れ
る
こ
つ
の
点
の
う
ち
言
明
の
不
明
確
に
関
す
る
第
一
点
だ
け
で
な
く
、
下
位
規
範
委
任
説
に
つ
い
て
の
第

二
点
に
も
関
わ
る
学
説
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
法
律
委
任
説
は
、
従
来
か
ら
、
た
と
え
ば
違
憲
審
査
制
の
性
格
を
め
ぐ
る
議
論
に

〈

M
H
X
H
H
〉

お
い
て
、
有
力
な
形
で
提
示
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
の
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
か
か
る
法
律
委
任
説
的

な
考
え
方
の
妥
当
す
る
領
域
が
か
な
り
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、

つ
ぎ
の
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
第
一
は
、
多

く
の
学
説
は
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
枠
組
で
捉
え
直
す
と
、
下
位
規
範
委
任
説
の
考
え
方
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
と

推
測
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
第
二
は
、
多
く
の
学
説
は
、
下
位
規
範
委
任
説
に
く
み
し
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
|
|
あ
る
い
は
同

説
に
く
み
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
推
測
し
が
た
い
1

1が
、
少
な
く
と
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
法
律
委
任
説
的
な
考
え
方
に
よ
っ
て
問
題
を

処
理
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
が
、

か
か
る
区
別
は
、
理
論
上
の
も
の
に
と
ど
ま
り
、
実
際
に
は
、
相
対
的
、
便
宜
的
な

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方



も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
、

か
か
る
区
別
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
〈
以
下
で
扱
う
事
例
の
多
く
は
、

右
の
第
二
の
場
合
に
該
当
し
よ
う
)
。

議
決
方
法
に
関
す
る
憲
法
五
六
条
二
項
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
い
わ
れ
る
「
出
席
議
員
」
に
棄
権
者
お
よ
び
無
効
投
票
者
を
算
入

す
る
説
と
算
入
し
な
い
説
の
対
立
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
前
説
は
、
も
し
算
入
し
な
い
と
す
る
と
「
出
席
議
員
」
と
い
う
憲
法
の
明
文

⑤ 
に
反
す
る
こ
と
を
一
つ
の
重
要
な
根
拠
と
す
る
ー
ー
そ
の
意
味
で
、
後
説
に
よ
る
制
度
の
運
用
は
憲
法
上
禁
止
さ
れ
る
と
す
る
主
張
を
含

〈
日
開
〉

ん
で
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
と
も
感
じ
ら
れ
る
ー
ー
が
、
「
両
説
と
も
に
理
由
が
あ
り
、
い
ず
れ
と
も
決
し
が
た
い
」
と
も
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
領
域
で
も
下
位
規
範
委
任
説
が
妥
当
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
え

L
問。

憲
法
五
九
条
二
項
の
解
釈
論
と
し
て
、
参
議
院
先
議
の
法
律
案
に
つ
き
、
衆
議
院
の
特
別
多
数
決
に
よ
る
再
可
決
に
基
づ
く
成
立

〈
川
拍
〉

が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
関
し
、
積
極
、
消
極
の
両
説
が
存
す
る
が
、
こ
こ
で
も
、
お
そ
ら
く
下
位
規
範
委
任
説
の
発
想
が
妥
当
す

⑦ 
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
憲
法
解
釈
に
あ
た
り
文
理
を
き
わ
め
て
重
説
ず
る
立
場
に
立
っ
と
、
文
理
上
の
根

拠
を
も
た
な
い
積
極
説
に
基
づ
い
て
制
度
を
運
用
す
る
こ
と
は
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
も
成
立
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

予
算
の
議
決
形
式
を
め
ぐ
っ
て
は
、
予
算
法
規
説
と
予
算
法
律
説
の
対
立
が
み
ら
れ
問
。
こ
こ
で
、
予
算
法
律
説
は
、
予
算
を
法

⑧ 
律
と
し
て
議
決
す
る
こ
と
は
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
(
よ
っ
て
、
現
行
の
制
度
の
運
用
は
違
憲
で
あ
る
)
、
と
主
張
す
る
性
格
の
も
の
な
の

で
あ
ろ
仁
問
。
他
方
、
予
算
法
規
説
の
論
者
は
み
な
、
予
算
を
予
算
と
い
う
(
法
律
と
は
異
な
る
)
法
形
式
で
議
決
す
る
こ
と
は
憲
法
上

要
請
さ
れ
る
(
し
た
が
っ
て
、
予
算
を
法
律
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
は
憲
法
e

よ
許
容
さ
れ
な
い
)
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
仁
川
。
こ
れ

ら
の
点
は
、
と
も
に
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
面
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

i
l
l
予
算
法
律
説
の
論
じ
る
と
こ

ろ
も
説
得
力
に
窟
む
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
も
考
え
る
と
|
|
憲
法
は
、
予
算
制
度
を
予
算
法
規
説
、
予
算
法
律
説
の
い
ず
れ
に
基
づ



ハ
同
州
)

い
て
運
用
す
る
こ
と
を
も
許
容
し
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑨ 

内
閣
の
法
律
案
提
出
権
を
認
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
消
極
説
(
少
数
説
)
と
積
極
説
(
通
説
)
の
対
立
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
点

は
、
内
閣
法
五
条
に
よ
り
讃
極
説
の
立
場
が
採
用
さ
れ
、
今
日
で
は
、

ほ
と
ん
ど
結
着
済
み
の
論
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ

る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
積
極
説
に
属
す
る
論
者
は
、
〈
内
閣
に
法
律
案
提
出
権
を
与
え
る
こ
と
は
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
〉
、
〈
憲
法

上
許
容
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
〉
の
い
ず
れ
の
見
解
を
と
っ
て
い
た
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
前
者
の
見
解
に
く

み
す
る
学
者
も
少
な
く
な
い
と
推
測
さ
れ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
内
閣
に
法
律
案
提
出
権
を
認
め
る
こ
と
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
に
と

ど
ま
り
、
憲
法
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い

〈
内
閣
法
に
よ
っ
て
内
閣
の
法
律
案
提
出
権
を
否
定
し
て
も
違
憲
に
は
な
ら
な
い
)
、
と

# 

い
う
見
解
も
十
分
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
国
会
議
員
の
法
律
案
提
出
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
憲
法
上
の

要
請
で
あ
る
(
そ
れ
を
否
定
し
た
ら
憲
法
四
一
条
造
反
に
な
る
て
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
一
明
と
も
あ
れ
、
内
閣
法
五
条
は
、
理
論

的
に
は
、
憲
法
上
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
、

い
わ
ば
立
法
政
策
的
な
規
定
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
右

と
同
様
の
こ
と
は
、
憲
法
九
六
条
に
か
か
る
憲
法
改
正
の
発
案
権
が
内
閣
に
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
の
肯
定
説
と
否
定
説
の
対
立
に
つ

い
て
も
妥
当
し
よ
う
。
か
く
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
く
見
解
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
内
閣
に
法
律
案
提
出
権
お
よ
び
憲
法
改

正
案
提
出
権
が
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
:
:
:
お
そ
ら
く
憲
法
は
、
ど
ち
ら
の
説
を
も
容
認
す
る
趣
旨
で
は
な
い
か
と
お
も

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
:
:
・
法
律
に
よ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
の
説
を
採
用
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
あ
え
て
憲
法
の
規
定
に
違
反
す
る
も

〈
お
)
(
白
山
〉

の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
」

違
憲
立
法
審
査
権
の
主
体
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
下
級
裁
判
所
に
も
違
憲
審
査
機
は
属
す
る
か
と
い
う
点
に
つ

き
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
通
説
と
そ
れ
を
否
定
す
る
少
数
説
の
対
立
が
み
ら
九
日
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
、
現
在
で
は
、
学
説
・
実
務
の

⑮ 

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方
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一
一
回

上
で
ほ
ぼ
完
全
な
結
着
を
み
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
問
題
は
、
通
説
は
、
下
級
裁
判
所
に
違
憲
審
査
権
を
与
え
る
こ
と
は
憲
法
上
の
要

請
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
「
下
級
裁
判
所
も
ま
た
審
査
権
を
有
す
る
こ
と
を
か
め
か
い
サ
ピ
い
っ
た
表
現
は
、
許
容
説
を
示
唆
す
る
が
、
お
そ
ら
く
、
多

く
の
学
者
は
、
要
請
説
の
意
味
で
語
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
下
級
裁
判
所
で
憲
法
問
題
が
提
起
さ
れ
た
場

合
に
は
、
下
級
裁
判
所
で
違
憲
審
査
を
行
な
わ
喰
ず
、
最
高
裁
判
所
に
事
件
を
移
送
さ
せ
る
と
い
う
制
度
を
採
用
す
る
し
ぽ
は
、
憲
法
の

許
容
す
る
と
こ
ろ
と
い
う
べ
き
で
あ
弘
却
。
通
説
が
か
り
に
許
容
説
の
趣
旨
を
も
つ
も
の
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
私
見
と
論
理
的
に
矛

盾
し
な
い
も
の
と
な
る
が
、
通
説
が
要
請
説
を
意
味
す
る
と
、
私
見
は
、
通
説
に
間
関
を
唱
え
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と

に
な
ろ
う
。

• 

最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
に
つ
い
て
の
国
民
審
査
を
行
な
う
べ
き
か
否
か
に
つ
き
、
憲
法
論
の
次
一
m
F
1

と
解
す
べ
き
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
生
却
が
存
す
る
が
、
そ
れ
は
憲
法
上
の
要
請
と
い
う
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
(
審
査

@ 

「
改
め
て
審
査
が
必
要

を
し
な
い
実
務
の
立
場
を
違
憲
と
難
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
)
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
憲
法
は
明
確
な
規
範
的
回
答
を
示
し
て
お
ら

ハ日〉

ず
、
こ
の
点
を
下
位
規
範
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
委
ね
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑬ 

下
位
規
範
委
任
説
は
、
憲
法
改
正
手
続
の
領
域
に
お
い
て
も
、
妥
当
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

l
iす
で
に
@
の
未
尾
で

言
及
し
た
内
閣
の
憲
法
改
正
発
案
権
を
め
ぐ
る
学
説
の
対
立
の
ほ
か
l
l
i
憲
法
九
六
条
一
項
前
段
に
い
わ
れ
る
「
総
議
員
」
の
意
味
に
つ

い
て
の
法
定
議
員
数
説
と
現
在
議
員
数
説
の
お
や
同
項
後
段
の
国
民
投
票
に
お
け
る
「
過
去
臥
」
の
意
義
を
投
票
総
数
の
過
半
数
、
有

効
投
票
数
の
過
半
数
の
い
ず
れ
と
解
す
る
か
に
つ
い
て
の
学
説
の
札
却
や
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
の
各
議
院
の
審
議
の
た
め
の
定
足
数
に

つ
い
て
の
一
一
斉
の
一
以
上
説
と
三
分
の
ニ
以
上
説
の
端
幻
に
関
し
て
で
あ
る
。



以
上
の
下
位
規
範
委
任
説
と
の
関
連
で
掲
げ
た
事
例
は
、
す
べ
て
統
治
機
構
の
領
域
の
も
の
で
あ
る
が
、
人
権
論
に
も
関
わ
る
も
の
と

し
て
は
、
こ
こ
で
は
、

つ
ぎ
の
ニ
つ
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

⑬ 

〈
白
山
〉

外
国
人
の
参
政
権
(
公
務
就
任
権
は
こ
こ
で
は
別
と
す
る
)
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
通
説
と
、

「
国
政
に

か
ん
す
る
参
政
権
は
、
国
民
に
の
み
認
め
ら
れ
〔
る
が
〕
、
地
方
選
挙
に
お
け
る
参
政
権
は
、
外
国
人
に
込
認
め
ら
れ
る
」
と
す
る
少
数

誠一

r対
立
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
通
説
が
八
認
め
ら
れ
な
い
〉
と
い
う
の
は
、
外
国
人
に
参
政
権
を
与
え
る
こ
と
は
憲
法
上
禁
止
さ
れ

る
と
い
う
意
味
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
憲
法
上
の
要
請
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い

(
m
w
a〉

そ
ら
く
、
論
者
の
多
く
に
あ
っ
て
は
前
者
で
あ
ろ
う
)
。
他
方
、
少
数
説
が
、
地
方
選
挙
に
つ
い
て
は
外
国
人
の
参
政
権
は
認
め
ら
れ
る

(
w
b
)
 

と
す
る
の
は
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
、
要
請
さ
れ
る
の
い
ず
れ
の
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
は
、
外
国
人
に
参
政
権
を
認
め
る
こ
と (お

は
憲
法
上
の
要
請
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
地
方
選
挙
に
関
し
て
定
住
外
国
人
に
参
政
権
を
与
え
る
こ
と
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
と
考

ふ
問
(
さ
ら
に
い
え
ば
、
国
政
選
挙
に
関
し
て
定
住
外
国
人
に
選
挙
権
を
与
え
て
も
、
憲
法
四
四
条
の
文
言
な
ど
に
照
ら
し
、
た
だ
ち
に

へ治

aJ

違
憲
と
は
な
ら
な
い
、
と
解
す
る
余
地
も
あ
ろ
う
ム
)
。

⑬ 

公
共
的
事
項
に
関
す
る
名
誉
段
損
的
行
為
は
、

一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
罪
と
な
ら
ず
(
刑
法
二
一
ニ

O
条
の
一
一
)
、

ま
た
、
民

一
般
に
、
刑
事
法
学
者
は
、
刑
法
二
三

O
条
の
二
の
規
定
に
つ
き
、
摘
一
訴
さ
れ
た
事
実
の
真
実
性
の

(

品

開

)

ハ

mv

証
明
に
つ
い
て
の
挙
証
責
任
を
被
告
に
負
わ
せ
た
も
の
と
解
す
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
る
に
、
有
力
な
憲
法
学
説
は
、
か
か
る
名
誉
喪
損

事
上
も
不
法
行
為
と
な
ら
な
い
が
、

的
行
為
が
刑
事
な
い
し
民
事
の
裁
判
で
問
題
に
な
っ
た
場
合
に
つ
き
、
当
該
行
為
が
「
現
実
の
悪
意
」
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
の
挙
証

責
任
を
検
察
官
な
い
し
原
告
に
負
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
が
、
こ
れ
は
憲
法
上
の
要
請
の
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

か
り
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
こ
で
は
、
憲
法
二
一
条
の
規
定
か
ら
、
|
|
刑
事
裁
判
の
場
合
は
と
も
か
く

l
l少
な
く
と

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方
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五



一
一
六

も
民
事
裁
判
の
場
合
に
お
け
る
訴
訟
法
学
的
意
味
で
の
挙
証
責
任
の
帰
属
と
い
う
法
技
術
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
明
確
な
回
答
を
引
き
出

(

n

)

 

す
の
は
、
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

(
時
)
佐
藤
(
功
)
・
前
掲
『
憲
法
的
』
五
九
一
ニ
真
。
こ
の
見
解
は
、
宮
沢
H
芦
部
・
前
掲
『
金
釘
日
本
一
国
憲
法
』
三
三
頁
、
前
掲
『
註
解
日
本
一
国
憲

法
上
巻
』
六
六
一
一
貝
、
前
掲
『
注
釈
日
本
国
憲
法
上
巻
』
七
八
五
頁
門
佐
藤
孝
治
執
筆
〕
な
ど
の
と
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
通
説
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
橋
本
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
』
一
一
三
六
頁
の
立
場
も
、

1
1そ
こ
に
お
け
る
、
「
刑
事
訴
訟
法
は
、
:
:
:
被
疑
者
お
よ
び
被
告
人
に
対
し

て
、
憲
法
三
八
条
一
項
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
広
く
黙
秘
権
を
定
め
た
」
と
い
う
、
や
や
不
明
確
な
表
環
に
も
か
か
わ
ら
ず
1
1実
質
的
に
は

お
そ
ら
く
通
説
に
属
し
よ
う
。
な
お
、
反
対
説
と
し
て
は
、
芦
部
編
・
前
掲
『
憲
法
E
人
権
制
』
二
一

O
頁
門
杉
原
泰
雄
執
筆
〕
が
あ
る
。

(
ロ
)
石
井
照
久
『
新
版
労
働
法
(
第
三
版
)
』
(
弘
文
堂
、
一
九
七
三
〉
七
五
頁
、
二
七
九
頁
、
四
五
四
頁
。
同
趣
旨
と
受
け
と
れ
る
も
の
と
し

て
、
石
川
吉
右
衛
門
『
労
働
組
合
法
』
(
有
斐
閥
、
一
九
七
八
)
一
七
頁
、
菅
野
和
夫
「
団
体
交
渉
拒
否
お
よ
び
支
配
介
入
と
司
法
救
済
」
司
新
・

実
務
民
事
訴
訟
講
座
・
第
一
一
巻
労
働
訴
訟
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
)
九
七
頁
以
下
、
一

O
O頁
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
中
村
陸
男
教
授

は
、
「
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
:
:
:
憲
法
〔
二
八
条
〕
の
保
障
の
趣
旨
を
立
法
に
よ
っ
て
具
体
化
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
、
と
す

る
が
〈
芦
部
綴
・
前
掲
『
憲
法
E
人
権

ω』
四
六
九
頁
注
(
沌
て
さ
ら
に
何
回
六
六
頁
お
よ
び
前
掲
『
注
釈
日
本
国
憲
法
上
巻
』
六
三
六
頁
〔
中

村
執
筆
〕
を
も
参
照
)
、
本
稿
の
三
(
一
)
で
述
べ
る
よ
う
な
憲
法
解
釈
論
の
枠
組
で
み
る
と
、
か
か
る
中
村
説
も
、
お
そ
ら
く
憲
法
的
非
委
譲
を
語

る
学
説
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
筆
者
は
、
か
つ
て
述
べ
た
よ
う
に
(
拙
評
・
自
治
研
究
五
九
巻
一
号
(
一
九
八
一
ニ
)
一
一
一
一
一
一
員

以
下
、
二
ニ
九
豆
、
憲
法
二
八
条
は
、
団
交
応
諾
拒
否
の
場
合
の
救
済
が
何
ら
か
の
形
で
実
効
的
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
宮
家
か
も
の
で

あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
内
容
を
も
っ
た
実
効
的
救
済
制
度
を
設
け
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
規
範
的
回
答
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
よ
っ

て
、
ア
メ
リ
カ
法
的
刻
印
を
帯
び
た
い
わ
ば
個
性
的
な
労
働
委
員
会
の
救
済
制
度
そ
の
も
の
を
要
請
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。

(
凶
)
小
林
・
前
掲
『
憲
法
講
義
下
』
四

O
頁
注

(
3
1

(
m
m
)

中
村
隆
男
『
憲
法
卵
誘
』
〈
青
林
番
段
、
一
九
八
四
)
六
九
頁
。

(
初
)
佐
藤
(
功
)
・
前
掲
『
憲
法
作
』
六
四

O
頁。

(
幻
)
な
お
、
菅
野
和
夫
「
国
家
公
務
員
の
団
体
協
約
締
結
権
否
定
の
合
憲
性
問
題
」
久
保
敬
治
教
授
還
暦
記
念
『
労
働
組
合
法
の
理
論
諜
題
』

世



界
思
想
社
、
一
九
八

O)
一一一一

O
頁
以
下
、
一
四
一
一
良
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
「
〔
憲
法
規
定
の
要
請
に
は
、
〕
憲
法
規
定
が

ど
う
し
て
も
譲
れ
な
い
と
す
る
要
請
部
分
と
、
立
法
政
策
と
し
て
そ
う
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
要
請
部
分
と
が
あ
る
:
:
:
。
前
者
を
仮
に
憲

法
規
定
の
『
中
核
的
要
請
』
、
後
者
を
『
立
法
政
策
的
要
請
』
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
あ
る
立
法
規
定
が
あ
る
憲
法
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
無

効
と
さ
れ
る
の
は
、
当
該
立
法
規
定
が
憲
法
規
定
の
中
核
的
要
請
に
反
し
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
っ
て
、
立
法
政
策
的
要
請
の
部
分
に
反
し
て
い
る

場
合
は
違
憲
・
無
効
と
ま
で
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
」
こ
こ
に
い
わ
れ
る
憲
法
規
定
の
中
核
的
要
請
と
立
法
政
策
的
要
請
も
、
本
稿
の
立
場

か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
憲
法
上
の
要
請
と
立
法
政
策
上
の
妥
当
と
い
う
意
味
に
一
丹
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
幻
)
佐
藤
孝
治
『
憲
法
訴
訟
と
司
法
権
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
八
四
)
一
五
九
i
二ハ
O
頁。

(
お
)
「
学
用
品
の
無
償
支
給
:
:
:
を
行
う
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
〔
憲
法
二
六
条
二
項
後
段
の
〕
精
神
に
そ
う
だ
ろ
う
」
(
宮
沢
H
芦
部
・
前
掲
『
全

訂
日
本
国
憲
法
』
二
七
七
頁
)
、
と
論
じ
ら
れ
、
あ
る
い
は
「
報
道
の
た
め
の
取
材
の
自
由
も
ま
た
、
憲
法
二
一
条
の
精
神
に
照
ら
し
、
十
分
尊
重

に
値
す
る
」
(
最
決
昭
五
三
・
五
・
一
一
一
一
刑
集
一
ニ
二
巻
コ
一
号
四
五
七
頁
〔
四
六
三
頁
〕
)
、
と
さ
れ
る
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。

(
お
と
な
お
、
注
(
邸

a
)
の
後
半
部
分
を
見
よ
。

(
M
)

な
お
、
小
嶋
和
司
教
授
は
、
憲
法
九
六
条
一
項
に
い
わ
れ
る
「
総
議
員
」
を
現
在
議
員
数
、
法
定
議
員
数
の
い
ず
れ
の
意
味
に
捉
え
る
か
に
つ

い
て
は
、
「
合
理
性
を
失
わ
な
い
か
ぎ
り
で
各
議
院
が
定
め
る
こ
と
に
な
る
」
、
と
論
じ
て
い
る
が
(
悶
『
憲
法
概
観
〔
新
版
〕
』
(
有
斐
閣
、
一
九
七

五
)
四
四
頁
)
、
教
授
は
、
五
六
条
一
項
に
い
わ
れ
る
「
総
議
員
」
の
捉
え
方
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
解
す
る
説
を
主
張
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

本
文
に
述
べ
た
筆
者
の
見
解
は
、
か
か
る
説
に
や
や
近
い
商
を
も
つ
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

(
お
)
杉
原
泰
雄
「
国
民
主
権
と
国
民
代
表
制
の
関
係
」
前
掲
『
憲
法
学
4
』
六
三
頁
以
下
、
八
一
頁
。

(
部
)
同
七
九
頁
。

(
幻
)
な
お
、
小
林
・
前
掲
『
憲
法
講
義
下
』
二
七
頁
注
(
幻
)
に
よ
れ
ば
、
「
『
命
令
委
任
』
の
プ
ラ
ス
商
の
み
に
幻
惑
さ
れ
る
と
と
な
く
、
そ
れ

が
現
実
に
果
し
う
る
(
時
に
は
甚
だ
し
い
マ
イ
ナ
ス
の
)
機
能
を
文
字
ど
お
り
リ
ア
ル
に
捉
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
」
、
と
さ
れ
る
。

(
お
)
佐
藤
(
功
)
・
前
掲
『
憲
法

ω』
二
四
一
頁
、
な
お
宮
沢
H
芦
部
・
前
掲
『
全
訂
日
本
一
国
憲
法
』
三
六
七
頁
。

(
却
)
た
と
え
ば
、
芦
部
信
喜
H
小
嶋
和
司
日
間
口
精
一
『
憲
法
の
基
礎
知
識
』
〈
有
斐
閣
、
一
九
六
六
ご
二
八

i
一
二
九
頁
〔
小
嶋
執
筆
〕
参
照
。

(
却
)
阿
部
照
哉
H
池
田
政
章
編
『
新
版
憲
法
判
』
(
有
斐
閥
、
一
九
八
一
ニ
)
二
二
頁
〔
樋
口
陽
一
執
筆
〕
、
ほ
か
に
橋
本
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
』

四
八
一
一
良
。

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

一
一
七



一
一
八

〈
幻
〉
阿
部
H
池
田
綴
・
前
掲
『
憲
法
判
』
二
二
一
員
。

(
沼
)
佐
藤
(
功
)
・
前
掲
『
憲
法
的
三
ハ
二
八
真
。

(
お
)
小
林
・
前
掲
『
憲
法
講
義
下
』
一
四
回

i
一
四
五
頁
、
伊
藤
・
前
掲
『
憲
法
』
一
一
一
九
九
一
具
、
清
水
陸
ほ
か
円
憲
法
講
義
1
』
(
有
斐
閣
、
一

九
七
九
)
二
一
二
頁
〔
高
見
勝
利
執
筆
〕
。
な
お
、
芦
部
信
喜
『
憲
法
と
議
会
政
』
〈
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
)
二
六

0
1二六一一一一氏、

問
『
演
習
憲
法
』
(
有
斐
閥
、
一
九
八
二
)
一
一
一
一
一
一
一
一
一
員
。

(
出
)
在
宅
投
票
制
廃
止
訴
訟
に
関
す
る
札
幌
高
判
昭
五
一
一
一
・
五
・
二
四
判
例
時
報
八
八
八
号
二
六
頁
〔
一
三
一
頁
〕
に
よ
る
と
、
「
法
の
下
の
平
等
の

原
則
は
、
形
式
的
な
平
等
で
は
な
く
、
実
質
的
な
平
等
吐
血
忍
味

1
1、
鳴
っ
ぺ
咽
崎
各
自
崎
、
お
け
る
身
体
的
、
肉
体
的
、
社
会
的
条
件
に
基
づ
く
相
違

叩
対
し
て
は
、
当
該
相
違
に
応
じ
た
合
理
的
差
別
扱
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
伝
子
、
進
ん
で
当
該
栢
途
に
応
じ
た
合
理
的
差
別
扱
を
A
V
A
い

る
原
理
で
も
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
〔
る
〕
」
、
と
さ
れ
る
。

(
お
)
前
掲
『
注
釈
日
本
国
憲
法
上
巻
』
一
一
二
九
頁
〔
浦
部
法
穂
執
筆
〕
に
よ
る
と
、
「
本
条
〔
一
四
条
〕
の
規
定
す
る
平
条
原
則
じ
た
い
は
、
依

然
と
し
て
、
国
家
に
J

山
崎
不
一
咋
峠
み
品
川
山
保
J
1
1
1
唱
市
上
の
均
一
取
扱
の
要
求
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
り
、
:
:
:
〔
実
質
的
平
等
の
た
め
の
〕
法
律

上
の
不
均
一
取
扱
は
本
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
限
度
で
、
本
条
は
実
質
的
平
等
の
観
念
を
反
映
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
、

と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
注
(
鈎

a)
を
見
よ
。

(
部
)
宮
沢
俊
義
『
憲
法
E
〔
新
版
U

』
(
有
斐
関
、
一
九
七
一
)
二
八
九
頁
。

(
幻
)
中
村
陸
男
「
法
の
下
の
平
等
と
『
合
運
的
差
別
』
」
公
法
研
究
四
五
号
(
一
九
八
一
一
一
)
二
七
頁
以
下
、
一
一
二
頁
。

(
部
)
そ
の
主
な
も
の
は
、
中
村
・
前
掲
論
文
(
注
(
幻
)
)
一
ニ
七
頁
注
(
4
)
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
却
)
注
〈
部
)
所
掲
の
ほ
か
、
前
掲
『
註
解
日
本
国
憲
法
上
巻
』
一
ニ
一
本
二
頁
、
伊
藤
・
前
掲
『
憲
法
』
一
一
一
一
一
七

l
二
三
八
一
具
、
野
中
俊
彦
「
『
合
理

性
の
基
準
』
の
再
検
討
」
戸
担
当

ω80-
二
八
号
〈
一
九
八
一
〉
四
頁
以
下
、
二
一
一
一
良
、
阿
部
照
哉
・
野
中
俊
彦
『
平
等
の
権
利
』
(
法
律
文
化
社
、

一
九
八
四
)
一
八
八
i
一
八
九
頁
(
な
お
一
一
一
一
一
一
一
良
)
〔
野
中
執
筆
〕
、
検
問
耕
一
「
女
性
差
別
と
憲
法
」
ジ
且
リ
ス
ト
八
一
九
号
(
一
九
八
四
)
六

八
頁
以
下
、
七

O
一具。

(
ぬ
と
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
和
田
鶴
蔵
『
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理
』
(
一
一
一
和
書
一
房
一
、
一
九
七
一
)
四
八
五

l
四
八
六
頁
に
お
け
る
つ
ぎ
の
指
摘

が
注
目
さ
れ
よ
う
。
日
く
、
憲
法
一
四
条
一
一
項
の
平
等
は
、
「
実
質
的
に
人
間
の
具
体
的
生
活
の
均
等
を
ね
ら
っ
て
の
、
法
の
取
扱
い
の
不
均
等
は

合
意
で
あ
り
、
平
等
原
則
に
反
し
な
い
と
い
う
意
味
の
実
質
的
平
等
で
あ
門
り
と
、
か
か
る
「
消
極
的
な
実
質
的
平
等
」
は
、
「
相
対
的
平
等
を
認
め



た
形
式
的
平
等
と
同
義
で
あ
る
」
。

(ω)
杉
原
泰
雄
「
地
方
自
治
権
の
本
質
」
前
掲
『
憲
法
学
6
』
一
一
九
頁
以
下
、
一
一
一
一
六
頁
。

(
H
U
)

こ
の
点
に
関
し
、
成
田
頼
明
「
『
地
方
の
時
代
』
に
お
け
る
地
方
自
治
の
法
理
と
改
革
」
公
法
研
究
四
三
号
(
一
九
八
一
)

一
五
一
一
一
ー
一
五
四
頁
参
照
。

(
位
)
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
、
規
範
命
題
(
注
〈

ω)に
対
応
す
る
本
文
)
の
情
報
内
容
が
十
分
に
豊
富
だ
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

問
題
(
ニ
(
一
二
)
何
)
も
関
わ
っ
て
こ
よ
う
。

(
川
崎
)
そ
の
代
表
的
学
説
と
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、
小
島
和
司
「
最
高
法
規
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
号
(
一
九
五
七
)
九
頁
以
下
、
一
二
一
良
で
あ
る

(
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
わ
が
憲
法
に
お
け
る
「
司
法
」
が
抽
象
的
違
憲
審
査
を
も
含
む
も
の
か
は
一
義
的
に
は
決
ま
ら
ず
、
付
属
法
令
の
整
備
如
何
に

よ
っ
て
決
定
す
る
余
地
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
、
と
さ
れ
る
)
。
な
お
、
最
近
の
学
説
と
し
て
は
、
と
り
わ
け
、

1

1
小
島
説
と
は
越
き
を
呉
に
す

る
が

l
l
「
憲
法
は
法
律
に
よ
っ
て
最
高
裁
判
所
に
一
定
の
抽
象
的
違
憲
審
査
権
を
苧
え
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
立
法
政
策

に
委
ね
て
い
る
ー
一
、
と
す
る
中
村
・
前
掲
翠
恵
法
却
議
三
一
四
二
頁
の
見
時
か
注
目
さ
れ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
見
解
に
く
み
し
て
お
き
た

(
必
)
な
お
、
本
橋
が
考
察
の
範
関
か
ら
は
ず
し
た
違
憲
判
決
の
効
力
の
問
題
(
一
般
的
効
力
か
個
別
的
効
力
か
)
に
つ
い
て
も
、
法
律
委
任
説
が
唱

え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
小
島
・
前
掲
論
文
(
注
(
必
)
)
一
一
一
頁
、
宮
沢
俊
義
『
日
本
国
憲
法
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
五

五
)
六
七
八
頁
(
た
だ
し
、
そ
の
新
版
た
る
宮
沢
社
芦
部
・
前
掲
『
全
計
一
ω
日
本
国
憲
法
』
で
は
、
法
律
委
任
説
の
主
張
は
姿
を
消
し
て
い
る
)
。

(
必
)
算
入
す
る
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
小
林
・
前
掲
『
憲
法
講
義
下
』
一
一
一
一
六
頁
、
清
宮
・
荷
揚
『
憲
法
I
』
二
四
六
頁
、
橋
本
・
前
掲
『
日
本

国
憲
法
』
五
一
八
頁
、
佐
藤
(
功
〉
・
前
掲
『
憲
法
一
川
』
七
一
一
一
一
一
玄
、
伊
藤
・
前
掲
吋
憲
法
』
四
三
九
真
、
清
水
・
前
掲
論
文
(
注
(

1

)

)

四
O
頁、

四
三

i
四
四
頁
、
算
入
し
な
い
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
宮
沢
H
芦
部
・
前
掲
『
全
訂
日
本
国
憲
法
』
四
二
六

i
四
二
七
頁
、
前
掲
『
註
解
日
本
国
憲

法
下
巻
』
八
六
二
頁
。

(
必
)
清
水
ほ
か
・
前
掲
『
憲
法
講
義
1
』
一
四
六
頁
〔
高
見
執
筆
〕
。

(
灯
)
小
嶋
・
前
掲
『
憲
法
概
観
』
一
一
一
一
七
頁
は
、
「
こ
の
取
扱
い
は
、
議
院
自
律
擦
に
よ
っ
て
定
め
る
べ
〔
き
で
あ
る
ど
、
と
し
て
い
る
。

(
綿
)
積
極
説
と
し
て
、
前
掲
『
註
解
日
本
国
憲
法
下
巻
』
九

O
六
頁
、
阿
部
H
池
田
一
編
・
前
掲
円
憲
法

ω』
一
一
一
二
一
良
〔
岩
間
昭
道
執
筆
〕
、
消

極
説
と
し
て
、
林
修
ゴ
一
「
国
会
の
意
思
決
定
手
続
」
清
宮
四
削
即
日
佐
藤
功
編
吋
憲
法
講
座
3
』
(
有
斐
閣
、
一
九
六
回
)
四
三
頁
以
下
、
五
二
具
、

一
五
一
一
良
以
下
、

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

一
一
九



一一一

O

阿
部
H
池
回
編
・
前
掲
『
憲
法
判
』
六
五
頁
〔
藤
馬
龍
太
郎
執
筆
〕
、
な
お
宮
沢
H
芦
部
・
前
掲
『
全
訂
日
本
国
憲
法
』
四
五
四
一
良
、
佐
藤
(
功
)
・

前
掲
『
憲
法
相
U

』
七
六

O
頁。

(
必
)
さ
し
あ
た
り
、
中
村
・
前
掲
『
憲
法
犯
講
』
一
一
一
九

i
二
ニ
ニ
頁
参
照
。
商
説
に
つ
き
、
同
二
一
一
回
一
氏
注

(9)
お
よ
び

(m)
に
掲
げ
ら
れ
た
諸

論
文
を
参
照
。
た
だ
し
、
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
予
算
の
本
質
で
は
な
く
議
決
形
式
で
あ
り
(
こ
の
点
は
ニ
(
一
一
一
)
糾
で
述
べ
た
点
に
関
わ

っ
て
い
る
)
、
そ
の
意
味
か
ら
は
、
予
算
法
律
説
に
属
す
る
と
さ
れ
る
学
説
の
中
で
も
、
議
決
形
式
の
問
題
に
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
り
を
示
さ
な
い
も

の
と
受
け
と
れ
る
安
沢
喜
一
郎
『
予
算
制
度
の
憲
法
学
的
研
究
』
(
成
文
堂
、
一
九
七
四
〉
〈
た
と
え
ば
一
五
頁
)
の
見
解
1
1
1
や
見
方
に
よ
っ
て

は
、
さ
ら
に
高
野
真
澄
「
予
算
と
憲
法
」
前
掲
『
憲
法
学
5
』
一
三
八
頁
以
下
、
一
四
一
一
一
ー
一
四
回
頁
の
見
解
i
lー
は
、
本
稿
で
の
文
脈
に
関
す
る

限
り
、
予
算
法
律
説
に
属
す
る
と
は
た
だ
ち
に
い
え
な
い
も
の
と
し
て
、
位
置
づ
け
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
印
)
こ
の
点
に
つ
き
、
小
嶋
和
司
「
実
定
財
政
制
度
に
つ
い
て
」
公
法
研
究
四
一
号
〈
一
九
七
九
)
七
四
一
良
以
下
、
七
八

i
七
九
頁
は
、
否
と
明
言

し
て
い
る
(
な
お
、
同
『
憲
法
学
講
話
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
二
)
一
一
一
一
八
頁
参
照
)
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
予
算
法
律
説
の
主
張
は
、
憲
法
解

釈
論
上
の
言
明
で
は
な
く
、
「
憲
法
典
の
規
定
を
総
合
的
に
検
討
〔
す
る
〕
と
、
ど
の
よ
う
な
運
営
を
予
想
し
て
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
最
も
合

理
的
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
立
一
一
言
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
(
小
嶋
・
前
掲
論
文
七
九
頁
)
。
が
、
小
嶋
教
授
以
外
の

予
算
法
律
説
の
論
者
は
、
こ
こ
で
の
(
本
注
に
対
応
す
る
本
文
で
示
し
た
)
問
題
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
日
)
な
お
、
こ
の
点
に
つ
き
、
小
嶋
・
前
掲
論
文
(
注
(
印
)
)
七
九
一
良
は
、
「
多
く
の
論
者
は
、
:
:
:
〔
予
算
に
つ
い
て
の
〕
現
行
の
遼
営
を
憲
法

典
の
も
と
に
可
能
な
、
そ
れ
が
要
求
す
る
動
か
し
が
た
い
も
の
と
し
て
把
援
し
て
〔
い
る
〕
」
、
と
評
し
て
い
る
(
向
・
前
掲
『
憲
法
学
講
話
』
一

三
八
頁
を
も
参
照
)
。

(
臼
)
同
岡
田
の
結
論
を
示
す
も
の
と
し
て
、
小
嶋
・
前
掲
論
文
(
注
(
印
)
)
七
九
一
氏
。

(
臼
)
さ
し
あ
た
り
、
野
中
俊
彦
「
内
閣
の
法
律
案
提
出
権
」
前
掲
『
憲
法
の
争
点
』
一
五
八
貰
以
下
な
ど
参
照
。

〈
出
)
こ
の
点
は
、
多
く
の
学
説
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
議
員
が
発
案
権
を
も
つ
の
は
当
然
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
と
し
て
、
橋

本
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
』
五
二
三
頁
、
佐
藤
(
準
)
・
前
掲
『
憲
法
』
一
一
一
六
頁
。

(
回
)
宮
沢
H
U

芦
部
・
前
掲
『
全
訂
日
本
国
憲
法
』
五
五
回
頁
。

(
節
)
憲
法
改
正
発
案
綾
に
つ
き
肉
旨
の
説
を
と
る
も
の
と
し
て
、
清
宮
・
前
掲
円
憲
法
I
』
三
九
九
一
具
、
佐
藤
(
卒
)
・
前
掲
『
憲
法
』
一
一
一

O
頁。



〈
向
山
)
た
と
え
ば
、
阿
部
泰
隆
「
下
級
裁
判
所
の
違
憲
立
法
審
査
権
」

六
頁
以
下
参
照
。

(
部
)
前
掲
『
註
解
日
本
国
憲
法
下
巻
』
一
一
一
一
六
頁
。

(
関
)
か
か
る
制
度
の
採
用
の
当
否
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
き
、
阿
部
・
前
掲
論
文
(
注
(
閉
山
)
)
一
一
二
七
頁
、
池
間
政
章
「
違
憲
審
査
制
」
前
掲
『
憲
法

講
座
4
』
五
六
一
災
以
下
、
七
一
一
一

l
七
回
頁
参
照
。

(ω)
な
お
、
「
憲
法
問
題
は
移
送
し
て
最
高
裁
の
判
断
を
あ
お
ぐ
と
い
う
制
度
を
設
け
る
こ
と
ま
で
、
政
策
論
と
し
て
考
え
て
み
て
は
ど
う
〔
か
ど

と
い
う
提
言
〈
野
中
俊
彦
ほ
か
「
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
憲
法
裁
判
〔
第
2
部
〕
憲
法
裁
判
の
ル
ー
ル
形
成
と
そ
の
問
題
点
1
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
五
九
号

〈
一
九
八
四
)
六
六
頁
以
下
、
七
六
一
良
に
お
け
る
一
戸
波
江
二
発
言
)
は
、
か
か
る
制
度
の
採
用
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て

の
も
の
と
受
け
と
め
る
べ
き
か
ο

(
m
m
)

な
お
、
純
粋
な
憲
法
論
と
は
い
え
な
い
学
説
に
つ
い
て
は
、
注
(
印
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
み
よ
。

(
位
)
佐
藤
(
幸
)
・
前
掲
『
憲
法
』
八
二
一
員
。

(
邸
)
大
体
同
旨
の
見
解
と
し
て
、
丸
山
健
「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
」
『
憲
法
の
判
例
〔
第
三
版
〕
』
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
)
(
有
斐
筒
、

一
九
七
七
)
一
一
一
一
頁
以
下
、
二
二
ハ
真
。
な
お
、
阿
部
昭
一
哉
『
演
習
憲
法
』
(
有
斐
閥
、
一
九
八
五
)
一
九
九
頁
、
二

O
O頁
参
照
。

(
臼
)
法
定
議
員
数
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
小
林
・
前
掲
『
憲
法
講
義
下
』
五
五
悶
頁
、
橋
本
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
』
六
五
六
頁
、
野
中
俊
彦

「
憲
法
改
正
予
統
に
つ
い
て
の
諸
問
題
」
前
掲
『
憲
法
の
争
点
』
二
二
五
頁
以
下
、
二
二
六
真
、
岩
間
昭
道
「
憲
法
改
正
予
続
」
芦
部
ほ
か
編
・
前

掲
『
演
習
憲
法
』
六
三
五
頁
以
下
、
六
四

O
頁
、
現
在
議
員
数
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
前
掲
『
註
解
日
本
国
憲
法
下
巻
』
一
四
四
一
一
具
、
宮
沢
H

芦
部
・
前
掲
『
全
訂
日
本
国
策
法
』
七
九
五
頁
、
佐
藤
(
功
)
・
前
掲
『
憲
法
判
h

一
二
五
六

i
一
一
一
五
七
頁
、
清
宮
・
前
掲
『
憲
法
I
』
四

O
O

真
、
佐
藤
(
掌
)
・
前
掲
『
憲
法
』
二
九
真
。
な
お
、
小
嶋
説
に
関
し
て
は
、
注
(
鈍
)
を
見
よ
。

(
臼
〉
前
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
橋
本
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
』
六
五
六
i
六
五
七
頁
、
後
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
前
掲
『
註
解
日
本
国
憲
法
下

巻
』
一
四
回
八
頁
、
宮
沢
H
芦
部
・
前
掲
『
全
訂
日
本
国
憲
法
』
七
九
五
賞
、
佐
藤
(
功
)
・
前
掲
『
憲
法
判
』
一
一
一
六
一
一
良
、
清
宮
・
前
掲
『
憲
法

I
』
凶

O
一
二
頁
、
小
林
・
前
掲
『
憲
法
講
義
下
』
五
五
六
一
良
。
な
お
、
そ
の
ほ
か
に
、
有
権
者
総
数
の
過
半
数
と
ず
る
学
説
も
存
す
る
が
(
田
上

穣
治
綴
吋
体
系
憲
法
事
典
』
(
青
林
議
院
新
社
、
一
九
六
八
〉
六
七
二
東
〔
針
生
裁
定
執
筆
〕
)
、
こ
こ
で
の
文
脈
で
は
度
外
視
し
て
あ
る
。

〈
田
昌
)
一
一
一
分
の
一
以
上
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
橋
本
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
』
六
五
五
一
員
、
三
分
の
二
以
上
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
前
掲
『
註
解
日

『
憲
法
判
例
百
選
E
』

(
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
)

(
有
斐
閣
、

一
九
八

O)

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方



一
一一一一

本
国
憲
法
下
巻
』
一
四
四
四
一
具
、
佐
藤
(
功
)
・
前
掲
『
憲
法
的
』
一
二
五
七
真
、
小
林
'
前
掲
『
憲
法
講
義
下
』
五
五
四
頁
。
な
お
、
一
二
分
の

二
以
上
と
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
す
る
学
説
と
し
て
、
清
宮
・
前
掲
『
憲
法
I
』
一
一
一
九
九
頁
、
野
中
・
前
掲
論
文
(
注
(
悦
)
)
二
二
五
頁
。

(
邸
)
た
と
え
ば
、
{
宮
沢
・
前
掲
『
憲
法
E
』
二
四
一

l
二
四
二
頁
、
小
林
・
前
掲
『
憲
法
講
義
上
』
二
八
六
頁
、
橋
本
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
』

一
三
五
真
、
中
村
・
前
掲
『
憲
法
お
講
』
一
一
八

l
二
九
頁
、
横
沼
耕
一
「
外
国
人
の
人
権
」
大
須
賀
明
ほ
か
編
『
憲
法
判
例
の
研
究
』
(
敬
文
堂
、

一
九
八
二
)
八
三
頁
以
下
、
一

O
二
!
一

O
一
一
一
頁
。
な
お
、
筆
者
も
、
か
つ
て
、
「
〔
政
治
的
権
利
は
〕
原
則
と
し
て
外
国
人
に
は
認
め
ら
れ
な

い
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
〈
拙
評
・
法
学
協
会
雑
誌
九
七
巻
九
号
(
一
九
八

O
)
一
一
一
一
七
頁
以
下
、
一
四
五
頁
)
、
こ
の
点
、
本
稿
の
立
場
か

ら
は
、
雪
一
回
開
閉
の
不
明
確
性
が
反
省
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
釘
)
荻
野
芳
夫
『
基
本
的
人
権
の
研
究
|
|
日
本
国
憲
法
と
外
国
人

l
l』
(
法
律
文
化
社
、
一
九
八

O
)
二
五
五
貰
。

(
U
a
)

こ
の
点
に
つ
き
、
長
尾
一
紘
「
外
国
人
の
選
挙
権
」
月
刊
法
学
教
室
五
回
号
(
一
九
八
五
)
一
一
一
頁
以
下
、
二
五
頁
は
、
国
政
レ
ベ
ル
の
参

政
権
を
外
国
人
に
与
え
る
こ
と
は
憲
法
上
禁
止
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
沼
保
昭
「
在
日
朝
鮮
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
一
考

察
(
六
・
完
)
」
法
学
協
会
雑
誌
九
七
巻
四
号
〈
一
九
八

O
)
四
五
五
頁
以
下
、
四
九
八
真
、
五
一
一
二
頁
注
(
邸
)
は
、
参
政
権
一
般
に
関
し
、
そ
れ

を
一
定
の
外
国
人
に
認
め
る
こ
と
は
憲
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
論
じ
て
い
る
。

(
U
b
)

外
国
人
の
地
方
議
会
選
挙
権
に
つ
き
、
長
尾
・
前
掲
論
文
(
注
(
町
a

)

)

二
六
一
久
は
、
要
請
説
を
主
張
し
て
い
る
。

(
倒
)
大
体
岡
野
の
こ
と
を
明
言
す
る
も
の
と
し
て
、
中
村
・
前
掲
『
憲
法
ぬ
講
』
二
八
頁
、
一
一
コ
一
一
一
良
註
〈
M
)
。

(伺

a
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
(
町

a
)
所
掲
の
大
沼
説
の
存
在
に
留
意
ぜ
よ
。
な
お
、
奥
田
剣
志
郎
「
外
国
人
の
法
的
地
位
」
社
会
労
働
研
究

二
七
巻
二
号
(
一
九
八
一
)
六
一
ニ
頁
以
下
、
七
七
頁
は
、
「
外
留
人
に
参
政
権
を
〔
国
政
レ
ベ
ル
の
そ
れ
も
含
め
て
〕
付
与
す
る
こ
と
に
は
、
特
に

不
合
理
な
点
は
な
い
」
、
と
し
て
い
る
。

(
印
)
た
と
え
ば
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
(
各
論
)
(
増
補
版
)
』
(
有
斐
閣
、
一
九
七
九
)
一
二
四
一
良
、
松
尾
治
也
「
挙
証
責
任
」
熊
谷
弘
ほ
か
綴
『
証

拠
法
体
系
I

第
一
一
編
証
明
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
七

O
)
四
八
頁
以
下
、
五
三
頁
。
判
例
も
同
旨
で
あ
る
(
最
判
昭
一
一
一

0
・
一
ニ
・
九
刑
集
九

巻
二
ニ
号
一
一
六
三
三
頁
門
二
六
三
六
一
良
〕
)
。
な
お
、
同
様
の
事
柄
が
民
事
裁
判
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
た
場
合
に
関
し
、
挙
"
誕
資
任
は
被
告
に
あ
る
、

と
説
く
も
の
と
し
て
、
村
上
正
巳
『
民
事
裁
判
に
お
け
る
証
明
責
任
』
(
判
例
タ
イ
ム
ズ
校
、
一
九
八

O
)
コ一二

O
i一一一一一一一具。

(
河
〉
佐
藤
(
宰
)
・
前
掲
吋
憲
法
』
一
二
六

O
頁
、
前
掲
『
注
釈
日
本
国
憲
法
上
巻
』
四
六
六
頁
〔
浦
部
法
穏
執
筆
〕
、
中
村
陸
男
「
表
現
の
自
由
と

事
前
規
制
の
合
憲
性
」
ジ
ュ
ロ
ス
ト
八
一
一
一

O
号
(
一
九
八
五
)
二
七
頁
以
下
、
一
一
一
一
一
一
一
員
、
な
お
、
松
井
茂
記
「
名
誉
毅
損
と
表
現
の
自
由
(
四
・



完
〉
」
民
高
法
雑
誌
八
八
巻
一
号
(
一
九
八
三
)
五
一
頁
以
下
、
七
八
頁
。

(n)
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
事
実
の
存
否
に
関
す
る
挙
証
責
任
は
原
則
と
し
て
検
察
官
が
負
う
と
い
う
原
則
(
刑
訴
法
一
三
二
六
条
参
照
)
は

憲
法
一
一
一
一
条
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
「
被
告
人
に
挙
証
責
任
を
負
担
さ
せ
、
真
偽
不
明
の
場
合
も
不
利
益
に
裁
判
す
る
こ
と
は
、
合
理
的

な
理
由
が
な
い
か
ぎ
り
、
遠
慮
の
疑
が
あ
る
」
(
松
尾
・
前
掲
論
文
(
注
(
的
)
)
五
一
一
良
)
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
刑
事

事
件
に
お
け
る
挙
証
資
伝
の
帰
属
の
問
題
は
、
法
技
術
的
な
問
題
と
は
い
い
き
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。
が
、
民
事
裁
判
に
お
け
る
挙
証
責
任
に
つ
い

て
は
、
同
様
に
は
解
し
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

若

干

の

検

討

fヘ

一、同J

以
上
の
よ
う
な
憲
法
解
釈
論
の
捉
え
方
ー
ー
そ
の
う
ち
下
位
規
範
委
任
説
に
か
か
る
部
分

i
!に
関
し
て
は
、
様
々
な
疑
問
が

提
出
さ
れ
よ
う
が
、
ま
ず
は
、
本
稿
の
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
立
場
は
、

「
〔
法
解
釈
の
任
務
は
、
〕
単
に
解
釈
さ
れ
る
規
範
が
表
現
す
る

わ
く
を
確
定
し
、
そ
れ
と
共
に
、
こ
の
わ
く
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
多
く
の
可
能
性
を
認
識
す
る
こ
と
に
止
ま
る
」

(
よ
っ
て
、

か

か
る
可
能
性
の
中
か
ら
一
つ
を
選
択
し
て
主
張
す
る
こ
と
を
含
ま
な
い
)
、
と
す
る

H
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
見
解
を
憲
法
解
釈
論
に
つ
い
て
確

〈
ね
)

認
し
た
も
の
に
帰
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
が
あ
り
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
き
、
簡
単
に
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ

う
憲
法
〈
解
釈
)
の
枠
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
固
ま
っ
た
理
論
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い

が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
枠
と
い
う
場
合
、
つ
ぎ
の
一
一
つ
の
意
味
の
枠
を
自
覚
的
に
区
別
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
憲
法
解
釈
の
枠
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
文
理
や
憲
法
の
精
神
に
照
ら
し
「
解
釈
者
が
踏
み
こ
え
て
は
な

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

一
一一一一一



一
二
四

ら
な
い
あ
る
種
の
範
囲
の
境
界
を
画
す
る
し
的
」
で
あ
る
。
第
ニ
は
、
骨
骨
広
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
き
の
外
に
出
た

ハ
明

H
〉

下
位
規
範
を
違
憲
と
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
下
位
規
範
の
定
立
の
許
容
さ
れ
る
範
囲
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
意

味
で
の
枠
を
越
え
た
と
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
憲
法
解
釈
で
あ
る
が
、
第
エ
の
意
味
で
の
枠
を
越
え
た
と
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
国
家
行
為

〈
な
い
し
そ
れ
に
か
か
る
事
態
)
で
あ
る
。
違
憲
と
い
う
評
価
を
受
け
う
る
対
象
は
、
あ
る
憲
法
解
釈
自
体
で
は
な
く
、
当
該
解
釈
に
よ

れ
ば
許
容
さ
れ
る
と
さ
れ
る
国
家
行
為
な
の
で
あ
る
。
マ

右
の
点
を
前
提
と
し
て
い
え
ば
、
つ
ぎ
に
、
〈
あ
る
国
家
行
為
は
枠
〈
こ
こ
で
は
第
一
の
意
味
で
の
枠
)
を
越
え
た
解
釈
に
よ
っ
て
の

ハ
刊
岬
)

み
許
容
さ
れ
る

V
と
い
う
こ
と
と
、
〈
あ
る
国
家
行
為
は
違
憲
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
は
、
等
置
で
き
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
点
が
問
題

ハ
開
問
〉

に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
、
積
極
に
解
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
3

憲
法
五
六
条
一
項
に
つ
い
て

い
え
ば
、
そ
こ
に
い
わ
れ
る
「
総
議
員
の
三
分
の
一
以
上
」
は
、
そ
れ
を
的
〈
現
在
す
る
総
議
員
の
三
分
の
一
以
上

V
、
同
八
法
定
の
総

議
員
の
三
分
の
一
以
上
〉
の
い
ず
れ
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
も
、
憲
法
解
釈
の
枠
内
で
可
能
で
あ
る
が
、
村
岡
項
を
〈
緊
急
事
態
で
あ
る

場
合
な
ど
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
総
議
員
の
一
一
一
分
の
一
を
満
た
な
い
出
席
の
下
で
も
議
事
を
有
効
に
開
く
こ
と
が
で
き
る
〉
と

い
う
趣
旨
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
憲
法
解
釈
の
枠
を
踏
み
こ
え
る
も
の
で
あ
り
、
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
、

的
お
よ
び
M

刊
の
解
釈
に
基
づ
く
制
度
の
運
用
(
な
い
し
下
位
規
範
の
定
立
)
は
合
憲
で
あ
る
が
、
け
の
解
釈
に
基
づ
く
制
度
の
運
用
は
違

憲
と
な
る
。
か
く
て
、
憲
法
解
釈
の
枠
の
内
か
外
か
と
い
う
問
題
と
合
憲
か
違
憲
か
と
い
う
問
題
と
は
一
致
を
み
る
、
と
い
う
命
題
が
成

立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
的
も
帥
も
、
本
稿
の
立
場
か
ら
は
厳
格
憲
法
解
釈
論
と
し
て

の
性
格
を
も
た
な
い
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
右
の
命
題
も
、
そ
こ
に
い
わ
れ
る
「
憲
法
解
釈
」
に
は
厳
格
憲
法
解
釈
論

に
属
さ
な
い
憲
法
解
釈
論
的
言
明
も
含
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ



る。
こ
の
点
に
つ
き
、
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
右
の
命
題
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
く

に
、
あ
る
憲
法
解
釈
に
よ
れ
ば
許
容
さ
れ
る
国
家
行
為
が
違
憲
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
当
該
解
釈
が
た
だ
ち
に
枠
外
の
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
憲
法
六
六
条
二
項
に
い

わ
れ
る
「
文
民
」
の
解
釈
に
関
し
て
て
ち
自
衛
官
が
「
文
民
」
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
学
説
は
大
体
一
致
じ
て
い
る

が
、
し
か
し
、
過
去
の
職
業
率
人
が
「
文
民
」
に
該
当
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
積
極
・
消
極
の
両
説
の
対
立
が
み
ら
れ
る
。
こ

の
場
合
、
消
極
説
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
過
去
の
職
業
軍
人
を
国
務
大
臣
に
任
命
す
る
こ
と
は
違
憲
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
許
容
す
る

積
極
説
の
解
釈
も
、
憲
法
解
釈
の
枠
内
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
、
と
論
じ
る
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
憲
法
解
釈
の
枠
は
複
数
の
解
釈
可
能
性
の
範
盟
主
不
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
憲
法
の
枠
は
、
あ
る

特
定
の
解
釈
を
所
与
の
も
の
と
し
た
上
で
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
予
算
を

法
律
と
し
て
議
決
す
る
こ
と
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
な
い
と
す
る
解
釈
も
、
許
容
さ
れ
る
と
す
る
解
釈
も
、
と
も
に
憲
法
解
釈
の
枠
内
の
も

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
後
者
の
解
釈
を
選
ん
だ
場
合
、
国
家
機
関
(
な
い
し
下
位
規
範
)
と
し
て
は
、
予
算
を
法
律
、
予
算
の
い
ず
れ
の

形
で
議
決
す
る
こ
と
も
、
と
も
に
憲
法
の
枠
内
の
行
為
と
し
て
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

か
く
て
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
は
、
憲
法
解
釈
の
枠
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
枠
内
で
の
選
択
に
も
及
ぶ
が
、
そ
れ
は
、
同
時
に
、

i
l憲
法
上
の
要
請
・
非
要
請
で
は
な
く
、
合
憲
・
違
憲
に
つ
い
て
の
解
釈
論
に
関
す
る
限
り

i
i憲
法
の
枠
の
指
摘
と
し
て
意
味
を
も

合
、
彼
の
い
う
枠
は
本
稿
の
い
う
憲
法
の
枠
と
同
じ
も
の
に
帰
着
す
る
、

っ
、
と
考
え
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
ケ
ル
ゼ
ン
の
見
解
と
の
関
連
で
い
う
と
、
彼
の
理
論
を
憲
法
解
釈
論
に
適
用
し
た
場

〈
飢
)

と
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
限
り
で
、
厳
格

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

一
二
五



憲
法
解
釈
論
に
よ
る
下
位
規
範
委
任
説
の
主
張
は
、

一
二
六

ケ
ル
ゼ
ン
の
見
解
と
同
じ
も
の
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
一
応
理
解
さ
れ
る
べ
き

こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、
憲
法
の
枠
の
指
摘
を
行
な
う
こ
と
は
、

1

1
そ
れ
は
〈
厳
格
)
憲
法
解
釈
論
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら

l
i

価
値
判
断
と
し
て
の
性
格
を
含
む
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

一

一

)

本
稿
の
主
張
す
る
下
位
規
範
委
任
説
に
関
し
て
は
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
憲
法
解
釈
論
の
重
要
な
任
務
の
実
質
的
な
放
棄
に
遇

じ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
く
に
、
下
位
規
範
が
沈
黙
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
点
に
つ

い
て
何
ら
か
の
解
釈
論
を
展
開
す
る
実
際
的
な
必
要
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
が
あ
り
え
よ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
た
し
か
に
、
的
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
立
場
か
ら
照
射
し
た
場
合
そ
の

不
明
確
さ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
憲
法
解
釈
論
的
言
明
を
提
示
し
た
り
、
同
下
位
規
範
委
缶
説
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
間

題
に
つ
い
て
複
数
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
の
憲
法
解
釈
論
告
一
口
携
を
選
ん
で
主
張
し
た
り
〈
こ
れ
は
川
に
含
ま
れ
る
)
、
あ
る
い
は
、
け

八
憲
法
の
趣
旨
に
よ
り
よ
く
適
合
す
る
〉
、
八
憲
法
上
望
ま
し
い
〉
、
〈
憲
法
の
精
神
に
反
す
る
〉
な
ど
の
言
明
を
行
な
っ
た
り
す
る
こ

と
は
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
任
務
に
は
属
さ
な
い
。
同
様
に
、
同
あ
る
憲
法
条
項
の

〈
裁
判
規
範
と
し
て
の
性
格
を
も
た
な
い
)
プ
ロ
グ

ラ
ム
的
側
蕗
に
か
か
る
具
体
的
な
規
範
内
容
を
示
す
こ
と
(
た
と
え
ば
、
「
憲
法
二
八
条
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
性
格
の
部
分
を
立
法
に
よ
っ

(

的

脳

)

〔

邸

×

ω叫
〉

て
具
体
化
し
た
も
の
」
が
不
当
労
働
行
為
制
度
で
あ
る
、
と
論
じ
る
こ
と
)
や
、
同
あ
る
憲
法
条
項
の
拠
っ
て
立
つ
理
念
を
指
摘
す
る
こ

と
(
た
と
え
ば
、
「
〔
憲
法
ニ
六
条
の
〕
規
定
の
背
後
に
は
、
:
:
:
成
長
、
発
達
し
、
自
己
の
人
格
を
完
成
、
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
学

、1

〈

邸

)

〈

同

四

〉

〈

何

肘

〉

習
を
す
る
間
有
の
権
利
:
:
:
の
観
念
カ
存
在
し
て
い
る
」
と
語
る
こ
と
)
も
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か

し
、
か
く
い
う
こ
と
は
、
川
I
肘
が
憲
法
学
の
任
務
に
属
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
規
範
の
学
と
し
て

の
憲
法
学
は
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
以
外
の
憲
法
解
釈
論
的
主
張
を
行
な
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

か
か
る
主
張
の
商
で
も
積
極



的
に
発
言
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
際
、
そ
れ
は
厳
格
憲
法
解
釈
論
と
は
異
な
っ
た
次
元
の
規
範
的
言
明

で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
十
分
自
覚
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

の
み
な
ら
ず
、
規
範
の
学
と
し
て
の
憲
法
学
の
一
次
的
任
務
は
、
あ
く
ま

で
も
厳
格
憲
法
解
釈
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
存
ず
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
憲

法
解
釈
論
的
当
為
命
題
に
は
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
上
の
命
題
と
そ
れ
以
外
の
命
題
の
二
種
類
が
存
す
る
、
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
憲
法
解
釈
論
を
本
稿
で
み
た
よ
う
な
厳
格
な
意
味
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は
、

い
く
ば
く
か
の
抵
抗
が
感
じ

ら
れ
よ
う
。
実
際
、
多
く
の
学
説
は
、
憲
法
解
釈
論
は
か
か
る
厳
格
な
意
味
の
も
の
に
限
定
さ
れ
な
い
、

と
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

た
と
え
ば
、
憲
法
五
六
条
一
項
に
い
わ
れ
る
「
総
議
員
」
の
意
味
に
つ
い
て
の
法
定
議
員
数
説
と
現
在
議
員
数

が、

!
lお
互
い
に
他
説
に
よ
る
実
務
の
運
用
を
違
憲
と
難
ず
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

l
l暗
黙
の
う

ち
に
素
朴
に
憲
法
解
釈
論
上
の
学
説
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
点
に
示
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
憲
法
解
釈

(
四
回
〉

の
枠
の
内
か
外
か
と
い
う
問
題
と
合
憲
か
違
憲
か
と
い
う
問
題
は
一
致
す
る
と
し
つ
つ
、
憲
法
解
釈
は
枠
内
で
の
選
択
に
も
及
ぶ
と
す
る

と
、
そ
こ
で
は
、

l
iそ
れ
が
理
由
づ
け
に
つ
い
て
の
選
択
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
れ
ば
別
で
あ
る
が

l
i憲
法
解
釈
は
、
何
が
憲
法
の
趣

旨
に
よ
り
適
合
し
、

ま
た
憲
法
の
理
念
に
照
ら
し
て
望
ま
し
い
か
を
指
摘
す
る
作
業
を
含
む
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
帰
着

し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
関
わ
る
憲
法
学
上
の
実
践
的
言
明
の
提
示
を
憲
法
解
釈
論
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
、

一
次
的
に
は
用
語
の
問
題

で
あ
り
、
筆
者
も
そ
う
呼
ぶ
こ
と
に
こ
と
さ
ら
に
異
を
唱
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

般
の
学
説
も
、
他
方
で
は
、
三
〈
一
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
い
う
厳
格
憲
法
解
釈
論
こ
そ
憲
法
解
釈
論
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

か
か
る
学
説
は
、
憲
法
解
釈
論
に
は
性
格
の
異
な

っ
た
二
穣
類
の
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
た
こ
と
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
厳
格
な
意
味
で
の
憲
法

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

一
二
七



一
二
八

解
釈
論
と
い
わ
ば
緩
や
か
な
意
味
で
の
憲
法
解
釈
論
で
あ
る
。

か
か
る
枠
組
を
使
っ
て
、
筆
者
の
主
張
を
言
い
直
せ
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
も
、
憲
法
五
六
条
一
項
に
い
わ
れ
る
「
総
議

員
」
の
解
釈
を
倒
に
と
る
と
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
と
し
て
発
言
す
べ
き
こ
と
は
、
憲
法
は
制
度
を
法
定
議
員
数
説
、
現
在
議
員
数
説
の
い

ず
れ
に
基
づ
い
て
運
用
す
る
こ
と
も
許
容
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
進
ん
で
、
憲
法
の
枠
内
に
お
い

て
、
法
定
議
員
数
説
、
現
在
議
員
数
説
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
べ
き
か
は
、
緩
や
か
な
意
味
で
の
憲
法
解
釈
論
と
い
う
資
格
に
お
い
て
は

じ
め
て
行
な
い
う
る
も
の
で
あ
る
(
そ
の
限
り
で
、
筆
者
の
立
場
は
、
前
述
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
見
解
と
は
異
な
る
)
、
と
説
明
さ
れ
る
べ

き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
憲
法
解
釈
論
的
命
題
が
語
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
厳
格
、
緩
や
か
の
い
ず
れ
の
意
味
の
も
の
で

あ
る
の
か
が
、
明
確
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も
し
、
こ
の
二
種
の
憲
法
解
釈
論
の
聞
に
境
界
線
を
引
か
ず
、
両
者
を
混
溝

し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
、
憲
法
上
の
要
請
か
否
か
、
合
憲
か
違
憲
か
を
明
確
に
指
摘
す
る
も
の
と
し
て

の

(
厳
格
)
憲
法
解
釈
論
の
重
要
な
任
務
の
実
質
的
な
放
棄
に
通
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(η)

ケ
ル
ゼ
ン
『
純
粋
法
学
』
〈
横
田
喜
三
郎
訳
、
岩
波
書
底
、
一
九
三
五
)
一
四
八
頁
。

(
招
)
党
道
豊
治
『
憲
法
』
〈
ミ
ネ
ル
グ
ア
書
房
、
一
九
七
一
一
一
)
一
一
-
一

l
一
回
頁
の
見
解
が
、
こ
れ
に
当
た
る
。

(
九
)
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
憲
法
解
釈
の
方
法
論
の
文
脈
お
よ
び
憲
法
変
遷
論
の
文
脈
で
ふ
れ
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
、
前
者
の
文
脈
で
枠

の
問
題
に
言
及
し
た
文
献
を
あ
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
(
後
者
の
文
脈
に
つ
い
て
は
注
(
汚
)
を
み
よ
)
。
小
林
直
樹
「
憲
法
解
釈
学
の
基
本

問
題
」
前
掲
『
公
法
の
理
論
下
I
』
一
三
四
九
頁
以
下
、
一
回
O
二
|
一
四

O
六
頁
、
山
内
敏
弘
「
戦
後
に
お
け
る
憲
法
解
釈
の
方
法
」
杉
原
泰
雄

編
『
講
座
・
憲
法
学
の
基
礎
3

憲
法
学
の
方
法
』
(
勤
草
書
房
、
一
九
八
四
)
七
一
頁
以
下
、
二
一
七
|
一
三

O
頁
、
阿
部
照
哉
ほ
か
「
公
法
に

お
け
る
法
の
解
釈
」
『
法
の
解
釈
』
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
)
(
有
斐
閣
、
一
九
七
二
)
一

O
五
頁
以
下
、
一
四
九
|
一
五
七
頁
、
杉
原
泰
雄
ほ
か
、

「
憲
法
学
の
方
法
」
法
律
時
報
四
O
巻
一
一
号
(
一
九
六
八
)
四
頁
以
下
、
四
七
l
四
九
頁
。

(
花
)
こ
の
二
つ
の
意
味
の
枠
の
区
別
は
、
ヶ
ル
ゼ
ン
に
あ
っ
て
も
、
注
〈
河
)
お
よ
び

(π)で
引
用
さ
れ
る
小
林
教
授
を
始
め
と
す
る
、
わ
が
国
の
多



く
の
憲
法
学
者
に
あ
っ
て
も
、
あ
ま
り
自
覚
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

(
苅
)
小
林
・
前
掲
論
文
(
注
〈
九
)
)
一
四

O
二一員。

(W)

伺
一
四

O
四
頁
。

(
河
)
枠
を
越
え
て
い
る
と
さ
れ
る
説
は
、
的
八
あ
る
国
家
行
為
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
〉
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
が
通
常
で
あ
ろ
う
が
、

論
理
的
に
は
、
そ
れ
が
肘
八
あ
る
国
家
行
為
は
憲
法
上
要
議
さ
れ
る
(
ま
た
は
禁
止
さ
れ
る
)
〉
と
い
う
定
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
場
合
も
あ
り

え
よ
う
(
た
と
え
ば
、
も
し
か
し
た
ら
、
あ
る
論
者
は
、
〈
《
国
政
選
挙
に
つ
き
直
接
選
挙
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
(
間
接
選
挙
は
禁
止
さ
れ
る
)
》

と
す
る
説
は
、
憲
法
の
文
理
に
根
拠
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
憲
法
解
釈
の
枠
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
〉
、
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
)
。
が
、

こ
こ
で
は
、
便
宜
上
、

ω刊
の
場
合
は
限
中
に
お
か
な
い
こ
と
に
す
る
。

(
市
)
小
林
教
授
(
向
・
前
掲
論
文
(
注
(
九
〕
)
一
一
凶

O
四
頁
)
を
始
め
、
多
く
の
学
者
は
、
こ
の
点
を
積
極
に
解
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
な

お
、
憲
法
変
遷
論
の
文
脈
で
も
、
憲
法
〈
解
釈
)
の
枠
外
に
出
る
と
い
う
こ
と
と
違
憲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
〈
た
と

え
ば
、
小
林
直
樹
「
憲
法
の
変
遷
」
法
学
協
会
雑
誌
九
一
巻
六
号
〈
一
九
七
回
)
八
八
五
一
良
以
下
、
八
八
七

l
八
八
八
頁
、
浦
部
法
穏
「
『
憲
法
変

遷
論
』
に
つ
い
て
」
現
代
憲
法
学
研
究
会
綴
『
現
代
国
家
と
憲
法
の
原
理
』
〈
有
斐
閥
、
一
九
八
一
一
一
)
三
五
七
頁
以
下
、
コ
一
六
四
頁
、
中
村
・
前
掲

『
憲
法
却
講
』
二
八
一
一
良
以
下
、
一
一
八
一
一
良
、
清
宮
四
郎
『
国
家
作
用
の
理
論
』
(
有
斐
閥
、
一
九
七

O)
一
九
四
一
兵
(
阿
一
九
三
一
良
、
二
一
一
一
良

を
も
参
照
)
)
。

(
∞
即
)
積
極
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
橋
本
・
前
掲
『
臼
本
国
憲
法
』
五
六
六
頁
、
伊
藤
・
前
掲
『
憲
法
』
五
一
回
一
良
、
消
極
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
清

宮

違

法

'i
』一一一

O
八
頁
、
小
林
・
前
掲
『
憲
法
講
義
下
』
二
六

O
頁
、
佐
藤
(
功
)
・
前
掲
『
憲
法
的
』
八
一
三
頁
。

(
山
由
〉
ケ
ル
ゼ
γ
に
よ
る
と
、
上
級
段
階
の
規
範
は
、
こ
れ
を
執
行
す
る
規
範
設
定
の
行
為
|
|
そ
れ
は
自
由
裁
量
の
余
地
た
も
っ
て
い
る

i
lに
対

し
て
枠
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
と
さ
れ
(
同
・
前
掲
『
純
粋
法
学
』
一
回
一
一
一
頁
〉
、
ま
た
、
「
執
行
さ
れ
る
規
範
は
単
に
わ
く
を
形
成
す
る
の
み

で
、
そ
の
う
ち
に
多
く
の
執
行
の
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
」
(
傍
点
は
原
文
に
よ
る
)
(
同
一
間
八
頁
)
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
彼
に
あ
っ
て
は
、

枠
は
、
一
次
的
に
は
、
(
憲
法
の
枠
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
の
)
法
の
枠
の
意
味
で
語
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
で
も
、

(
憲
法
解
釈
の
枠
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
の
)
法
解
釈
の
枠
と
の
区
別
は
、
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
怠
わ
れ
る
。

(
位
)
芦
部
編
・
前
掲
『
憲
法
取
人
権
同
』
四
六
六
一
氏
〔
中
村
執
筆
〕
。
な
お
、
注
(
幻
)
を
み
よ
。

(
お
)
そ
の
ほ
か
に
、
あ
る
憲
法
条
項
が
裁
判
規
批
判
と
し
て
の
側
面
と
綱
領
的
(
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
)
側
街
と
を
あ
わ
せ
も
っ
と
す
る
見
解
の
代
表
的
な

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

一
二
九



一
三

O

も
の
と
し
て
は
、
憲
法
九
二
条
に
つ
い
て
の
成
田
頼
関
説
(
同
「
地
方
自
治
の
保
障
」
宮
沢
俊
義
先
生
還
暦
記
念
『
日
本
国
憲
法
体
系
第
五
巻
』

〔
有
斐
隠
、
一
九
六
四
〉
一
二
五
頁
以
下
、
二
八
八
|
二
八
九
頁
)
や
、
憲
法
二
五
条
に
つ
い
て
の
中
村
健
男
説
(
芦
部
編
・
前
掲
『
憲
法
彊
人
権

ω』
一
二
四
六
i
コ
一
四
八
頁
)
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

(
剖
)
な
お
、
兼
子
仁
『
教
育
法
〔
新
版
〕
』
(
有
斐
閣
一
九
七
八
)
二
三
七
頁
は
、
「
門
憲
法
二
六
条
二
項
後
段
は
、
〕
義
務
教
育
費
を
す
べ
て
無

償
化
し
て
い
く
べ
き
こ
と
を
固
に
原
理
的
に
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
園
の
義
務
教
育
無
償
義
務
は
、
授
業
料
無
償
の
ほ
か
は
原

則
と
し
て
直
ち
に
裁
判
で
金
銭
支
払
請
求
さ
れ
え
ず
、
立
法
・
予
算
等
を
通
じ
て
具
体
化
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

ai--政
治
的
義
務
に
す
ぎ
な

い
も
の
で
は
な
く
、
憲
法
上
、
国
民
の
教
育
を
う
け
る
権
利
に
対
応
し
て
い
る
法
原
理
的
義
務
で
あ
る
」
〈
傍
点
は
原
文
に
よ
る
〉
、
と
説
い
て
い

る
が
、
か
か
る
言
明
も
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
枠
組
で
は
捉
え
き
れ
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
芦
部
編
・
前
掲
『
憲

法
直
人
権
問
』
三
七
九
頁
〔
奥
平
康
弘
執
筆
〕
は
、
「
論
者
の
い
う
『
原
理
的
』
義
務
づ
け
な
る
も
の
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
必
ず
し
も
は
っ
き

り
し
な
い
」
が
、
そ
れ
は
純
粋
な
憲
法
解
釈
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
村
陵
男
『
社
会
権
の
解
釈
』
(
有

斐
閥
、
一
九
八
一
一
一
)
二

O
一
頁
は
、
右
の
兼
子
説
に
つ
き
、
『
立
法
府
が
門
授
業
料
以
外
の
費
用
の
無
償
化
に
つ
い
て
の
〕
裁
量
権
を
逸
脱
し
た
場

合
に
違
憲
と
な
る
余
地
」
を
残
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

(
邸
)
最
大
判
昭
五
一
・
五
・
二
一
刑
集
一
ニ
O
巻
五
号
六
一
五
頁
門
六
三
三
頁
〕
(
旭
川
学
テ
事
件
判
決
)
。

(
邸
)
な
お
、
内
容
の
具
体
性
に
乏
し
い
憲
法
解
釈
論
的
言
明
は
、
本
稿
の
考
察
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た
が
〈

-
2一一
)ω参
照
〉
、
本
文
の
制

は
、
か
か
る
言
明
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

(
開
削
〉
な
お
、
同
様
の
こ
と
は
、
「
憲
法
コ
モ
ン
・
ロ
1
」

i
lそ
れ
は
「
『
そ
の
示
唆
と
典
拠
を
各
種
の
憲
法
規
定
よ
り
引
き
出
し
は
す
る
が
、
憲

法
規
定
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
実
体
的
・
手
続
的
お
よ
び
数
済
的
準
則
の
下
部
構
造
』
に
し
て
国
会
に
よ
る
修
正
お
よ
び

と
き
に
は
破
棄
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
」
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
(
佐
藤
圭
3

・
前
掲
『
憲
法
訴
訟
と
司
法
権
』
二
ハ
一
一
貝
)
1
1・
を
諮
る
こ
と

に
つ
い
て
も
、
妥
当
し
よ
う
。

(
槌
)
た
と
え
ば
、
小
林
・
前
掲
論
文
(
注
(
九
)
)
一
一
四

O
一
一
頁
、
一
四

O
四
頁
。
ま
た
、
小
林
・
前
掲
『
憲
法
講
義
上
』
七

O
官
民
に
よ
る
と
、
「

a
-

b
-
C
-
x
等
の
解
釈
可
能
性
な
か
で
、
そ
の
い
ず
れ
が
憲
法
の
基
本
精
神
に
最
も
よ
く
適
合
す
る
か
の
判
断
が
、
憲
法
解
釈
の
重
要
な
任
務
と
な

る
」
、
と
さ
れ
る
。



五

む

す

び

本
稿
の
主
張
を
要
約
す
れ
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る

G

憲
法
解
釈
論
の
本
質
は
、
あ
る
国
家
行
為
が
憲
法
上
の
要
請
に
か
か
る
の
か
否

か
、
も
し
く
は
合
憲
か
違
憲
か
を
明
確
に
指
摘
す
る
点
に
存
す
る
(
厳
格
憲
法
解
釈
論
)
。

か
か
る
見
地
か
ら
い
っ
て
、
憲
法
解
釈
学
上

の
議
論
を
展
開
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
趣
旨
・
内
容
を
明
断
な
も
の
に
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
、

か
か
る
憲
法
解
釈
論
の
枠

組
で
照
射
す
る
と
、
あ
る
問
題
に
つ
き
憲
法
条
項
は
そ
の
処
理
の
仕
方
を
下
位
の
規
範
に
委
ね
て
い
る
(
下
位
規
範
委
任
説
)
と
解
す
べ

き
場
合
が
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
。
憲
法
学
は
、
八
:
:
:
は
憲
法

O
条
の
趣
旨
に
よ
り
よ
く
適
合
す
る
〉
な
ど
の
言
明
も
行
な
う
べ
き

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
厳
格
な
意
味
で
の
憲
法
解
釈
論
に
は
属
さ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
憲
法
解
釈
論
的
当
為
命
題
に
は
、
厳
格
憲
法
解

釈
論
上
の
命
題
と
そ
れ
に
属
さ
な
い
(
右
の
言
明
に
一
部
さ
れ
る
よ
う
な
)
命
題
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
が
、
憲
法
学
の
一
次
的

任
務
は
あ
く
ま
で
も
厳
格
憲
法
解
釈
論
を
示
す
点
に
存
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
本
稿
の
立
場
は
、
こ
れ
ま
で
に
み
ら
れ
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
と
大
体
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
〔
教
育
法
学
界
に
お
け
る
あ
る
種
の
主
張
は
、
〕
ど
こ
ま
で
が
憲
法
論
で
あ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
が
憲
法
の
理
念
を
ふ
ま
え
た
政
策
提
言

ハ
川
町
)

で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
が
教
育
実
定
法
の
解
釈
論
で
あ
る
の
か
、
そ
の
:
:
:
境
界
線
が
は
っ
き
り
し
な
い
」
、
と
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
〔
憲
法
解
釈
学
は
、
〕
学
聞
が
学
問
で
あ
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
、
精
密
で
着
実
な
分
析
や
思
考
、
論
理
性

〈

m出
)

を
失
っ
て
し
ま
っ
〔
て
は
な
ら
な
い
と
、
と
す
る
指
摘
を
私
な
り
に
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、

ま
た
、
筆
者
の
主
張
は
、

本
稿
は
、

さ
ほ
ど
新
し
い
主
張
を
含
む
も
の
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
本
稿
の
よ
う
な
視
角
か
ら
憲
法
解
釈
論
の

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方
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あ
り
方
を
批
判
的
に
再
検
討
す
べ
き
こ
と
を
説
く
論
稿
が
、
今
ま
で
に
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
だ
け
に
、
本
稿
を
世
に
問
う
こ
と
が
ま

っ
た
く
無
意
味
で
あ
る
と
は
い
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
稿
が
説
き
明
か
せ
な
か
っ
た
点
も
少
な
く
な
い
。
第
一
一
は
、
八
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
〉
と
〈
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
に
と
ど

ま
る
〉
の
聞
に
中
間
項
は
存
在
し
な
い
と
い
う
命
題
(
本
稿
一

O
五
頁
)
は
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
上
の
命
題
と
し
て
は
維
持
で
き
る
が
、
別

の
視
角
か
ら
光
を
当
て
る
と
成
り
立
た
な
く
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ハm
m
u

定
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
要
請
な
い
し
立
法
政
策
的
要
請
を
語
る
こ
と
は
、
憲
法
解
釈
論
的
に
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
い
う
る
か
、
と
い

一
つ
に
は
、
憲
法
規

う
点
に
も
関
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
点
は
さ
て
お
き
、
あ
る
制
度
に
関
し
て
は
、
八
当
該
制
度
の
設
立
は
、
憲
法
上
の
要
請
で
は
な
い
が
、

ひ
と
た
び
そ
れ
が
設
立
さ
れ
た
以
上
は
、
(
合
理
的
理
由
な
く
〉
そ
れ
を
改
廃
す
る
こ
と
は
憲
法
上
許
さ
れ
な
く
な
る
〉
と
い
っ
た
命
題
が

妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
ろ
う
。
も
し
妥
当
す
る
と
す
る
と
、
こ
の
命
題
は
、
〈
憲
法
上

の
要
請
V
と
八
憲
法
上
の
許
容
〉
の
い
わ
ば
中
間
に
位
置
す
る
、
憲
法
解
釈
論
上
有
意
味
な
命
題
と
し
て
捉
え
る
と
と
も
許
さ
れ
よ
う
。

ハM
m
)

第
二
は
、
憲
法
二
五
条
な
ど
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
解
釈
基
準
論
は
、
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

が
、
法
律
を
解
釈
す
る
場
合
に
は
、
憲
法
(
二
五
条
)
を
基
準
と
し
、
同
条
に
よ
り
よ
く
適
合
す
る
解
釈
を
施
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
立
場
か
ら
は
無
意
味
な
も
の
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
い
ろ
い
ろ
問
題
は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
憲
法
訴
訟
論
上
の
当
為
命
題
〈
八
:
:
:
の
場
合
に
は
憲

法
判
断
を
回
避
す
べ
き
で
あ
る
〉
と
い
っ
た
命
題
な
ど
)
は
、
憲
法
解
釈
論
的
諸
言
明
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
、

と
い
う
点
も
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
、
憲
法
解
釈
論
的
命
題
を
、
ー

l
厳
格
憲
法
解
釈
論
上
の
命
題
と
そ
れ
以

外
の
命
題
の
二
種
類
に
分
け
る
だ
け
で
な
く
l
l
I
(
本
稿
が
ニ
(
三
)
で
考
察
の
対
象
か
ら
は
ず
し
た
憲
法
解
釈
論
上
の
言
明
を
も
視
野
に



収
め
直
し
た
う
え
で
)
当
該
当
為
命
題
の
性
格
、
規
範
の
名
宛
人
な
ど
様
々
の
視
点
か
ら
類
型
化
す
る
作
業
も
、
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

右
の
諸
点
は
、
筆
者
に
と
っ
て
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。

本
稿
で
は
、
学
界
の
諸
先
生
の
所
説
会
}
幾
度
と
な
く
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
れ
は
、

か
か
る
学
説
を
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
立

場
か
ら
照
射
す
る
と
、

し
か
じ
か
の
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
点
に
主
眼
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
た
学

説
を
批
判
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
に
い
で
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
築
者
の
憶
測
や
誤
解
に
基
づ
く
不
適
切
な
叙
述

も
含
ま
れ
て
い
よ
う
し
、
諸
先
生
に
対
す
る
非
礼
に
わ
た
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
、
御
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ

る。
(
的
)
誤
解
の
な
い
よ
う
に
二
告
白
し
て
お
く
が
、
筆
者
は
、
憲
法
規
定
の
文
言
が
一
義
的
か
つ
明
白
で
な
い
場
合
に
は
、
た
だ
ち
に
下
位
規
範
委
任
説

が
妥
当
す
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
多
義
的
内
容
の
規
定
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
特
定
の
規
範
的
意
味
内
容
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
が
あ
門
る
〕
」
(
阿
部
・
前
掲
『
演
習
憲
法
』
一
九
九
i
二
O
O頁
)
こ
と
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
下
位
規
範
委
任
説
の
適

用
領
域
は
拡
張
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
権
領
域
に
も
そ
の
適
用
が
安
易
に
及
ぼ
さ
れ
よ
い
、
と
い
う
主
張
を
含
意
す
る
も
の
で
は

な
い
。
人
権
領
域
の
解
釈
論
に
つ
い
て
は
、
策
法
学
界
の
一
般
的
傾
向
に
異
を
鳴
え
る
必
要
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
l
l
!
と
の
こ
と

は
、
通
常
、
そ
こ
で
の
憲
法
解
釈
論
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
厳
格
憲
法
解
釈
論
と
し
て
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る

i
l、
よ
っ
て
、
下

位
規
範
委
任
説
は
、
主
と
し
て
、
統
治
機
構
の
運
用
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
場
面
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
憲
法
解
釈
論

に
関
す
る
筆
者
の
実
践
的
立
場
は
、
お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
八
人
権
の
領
域
で
は
厳
し
く
、
統
治
機
構
の
領
域
で
は
よ
り
甘
く
〉
と
い
う
こ
と
に
帰

着
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

(
的
)
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
枠
組
に
よ
る
(
憲
法
上
の
要
請
か
否
か
、
合
憲
か
違
憲
か
と
い
う
)
二
者
択
一
的
な
問
い
か
け
に
対
し
て
は
、
は
っ
き
り

と
し
た
回
答
を
出
し
に
く
い
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
ま
た
、
厳
格
憲
法
解
釈
論
上
の
立
場
の
明
示
を
求
め
ら
れ
て
、
た
と
え
ば
、

!
l憲
法
二
六
条

二
項
後
段
に
つ
い
て
授
業
料
無
償
説
を
と
り
つ
つ
|
|
八
義
務
教
育
段
階
の
教
科
書
を
有
償
制
に
し
て
も
違
憲
と
は
な
ら
な
い
〉
と
言
う
こ
と
は
、

教
科
書
有
償
化
に
反
対
す
る
論
者
に
と
っ
て
は
、
畳
一
一
口
い
に
く
い
こ
と
で
あ
ろ
う
(
な
ぜ
な
ら
、
か
く
発
言
す
る
こ
と
は
、
教
科
審
有
償
化
賛
成
論
者

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方
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を
喜
ば
せ
る
機
能
を
営
む
か
ら
で
あ
る
)
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
奮
い
に
く
い
こ
と
を
必
要
な
ら
ば
あ
与
え
て
言
う
こ
と
こ
そ
、
憲
法
解
釈
論
の
一

つ
の
任
務
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〈m
m
)

芦
部
編
・
前
掲
『
憲
法
直
人
権

ω』
ゴ
一
九

O
貰
〔
奥
平
執
筆
〕
。

(
但
)
小
嶋
・
前
掲
論
文
(
注
〈
印
)
)
九
六
頁
。

〈
回
)
波
〈
邸
)
に
対
応
す
る
本
文
お
よ
び
注
(
幻
)
を
み
よ
。

(
M
m
)

憲
法
九
二
条
の
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
と
の
関
わ
り
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
日
く
、
同
条
に
お
け
る
立
法

府
に
対
す
る
指
導
原
理
た
る
側
面
は
、
そ
の
法
律
的
実
現
の
後
で
は
、
法
律
に
よ
る
制
度
と
一
体
化
し
て
一
種
の
憲
法
規
範
的
効
果
を
も
っ
(
山
下

健
次
「
地
方
自
治
権
の
本
質
・
存
在
理
由
の
検
討
方
法
」
公
法
研
究
四
三
号
(
一
九
八
一
〉
一
七
七
官
民
以
下
、
一
八
二
頁
、
鳴
野
幸
雄
「
地
方
自
治

権
」
杉
原
泰
雄
編
『
講
座
・
憲
法
学
の
基
礎
1
憲
法
学
の
基
礎
概
念
I
』
(
勤
草
書
房
、
一
九
八
一
ニ
)
二
五
九
頁
以
下
、
二
七
一
頁
)
。
ま
た
、

憲
法
二
五
条
の
生
存
権
規
定
に
関
し
て
、
同
条
の
理
念
を
具
体
化
し
た
法
律
に
よ
っ
て
ひ
と
た
び
国
民
に
権
利
が
与
え
ら
れ
た
以
上
は
、
そ
れ
を
合

理
的
理
由
な
く
奪
う
こ
と
は
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
旨
説
く
見
解
(
東
京
地
判
昭
四
九
・
四
・
二
四
行
集
二
五
巻
四
号
ニ
七
回
頁
門
コ
一

O
六
頁
〕
(
宮

訴
訟
第
一
審
判
決
)
、
大
阪
地
判
昭
五
五
・
一

0
・
二
九
行
集
一
一
一
一
巻
一

O
号
二
二
七
四
頁
〔
二
一
一
一

O
O頁
〕
(
塩
見
訴
訟
第
一
審
判
決
)
、
芦
部

編
・
前
掲
『
憲
法
E
人
権
問
』
一
ニ
四
五
|
一
二
四
六
頁
〔
中
村
執
筆
〕
参
照
。
ま
た
、
抽
象
的
権
利
説
か
ら
か
か
る
見
解
が
導
か
れ
う
る
こ
と
に
つ

き
、
た
と
え
ば
奥
平
康
弘
「
『
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
』
」
前
掲
『
憲
法
学
3
』
五
回
頁
以
下
、
六

O
i六
一
一
良
参
照
)

ゃ
、
二
七
条
二
恨
の
労
働
権
規
定
に
関
し
て
大
体
同
趣
旨
の
こ
と
を
説
く
学
説
(
芦
部
編
・
前
掲
『
憲
法
漉
人
権
伺
』
四
三
六

i
四
三
七
頁
注

(ω)

〔
中
村
執
筆
〕
に
引
用
さ
れ
た
藤
井
俊
夫
、
松
林
和
夫
、
籾
弁
常
喜
の
各
民
の
所
説
)
も
、
同
様
の
発
想
を
含
む
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
な
お
、
筆
者
も
、
か
つ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
憲
法
二
八
条
は
、
:
:
:
門
不
当
労
働
行
為
制
度
を
設
け
る
こ
と
自
体
を

要
請
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
〕
ひ
と
た
び
、
:
:
:
不
当
労
働
行
為
制
度
が
設
け
ら
れ
た
以
上
、
こ
の
制
度
の
中
核
を
|
l少
な
く
と
も
そ
れ

と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
別
の
制
度
で
代
替
す
る
こ
と
な
し
に

l
i侵
害
す
る
よ
う
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
る
」
(
拙
評
・
自

治
研
究
五
九
巻
一
号
二
九
八
一
一
一
〉
一
一
一
二
頁
以
下
、
二
ニ
九
頁
、
な
お
本
稿
注
(U)
を
み
よ
)
(
な
お
、
こ
の
点
に
関
わ
る
社
会
的
制
度
保
障
の

理
論
に
つ
き
、
拙
稿
「
社
会
権
の
法
的
性
格
論
の
歴
史
的
分
析

(
2
・
完
)
」
法
律
時
報
五
三
一
巻
一

O
号
ご
九
八
一
)
一
一
一
一
民
参
照
)
。

(
部
)
憲
法
二
五
条
に
つ
い
て
は
‘
伊
藤
正
己
憲
法
入
門
量
販
〕
』
(
有
斐
閥
、
一
九
七
九
)
二
ハ
六
頁
、
佐
藤
(
功
)
・
前
掲
『
憲
法
山
四
二

三
頁
、
な
お
、
中
村
・
前
掲
『
社
会
権
の
解
釈
』
五
七
頁
、
山
下
健
次
「
生
存
権
の
裁
判
的
保
障
」
(
一
九
七
一
一
一
)
大
須
賀
明
編
『
生
存
権
』
〈
一
一
一



省
堂
、
一
九
七
七
)
一
一
五
頁
以
下
、
一
一
五
頁
参
照
。
憲
法
二
七
条
一
項
の
労
働
権
に
つ
い
て
は
、
山
下
健
次
「
勤
労
の
権
利
」
受
験
新
報
昭
和

五
六
年
新
年
号
一
七
二
頁
以
下
、
一
七
六
頁
、
な
お
、
吾
妻
光
俊
『
労
働
法
』
(
青
林
書
院
、
一
九
五
九
)
四
一

l
四
二
頁
。
一
一
般
論
と
し
て
は
、

「
行
政
機
関
お
よ
び
司
法
機
関
は
、
〔
憲
法
の
基
本
権
規
定
に
含
ま
れ
う
る
〕
原
則
規
範
の
精
神
に
従
っ
て
、
法
令
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
(
橋
本
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
』
一
三

O
頁
)
、
と
説
か
れ
た
り
す
る
。

(
鮪
)
な
お
、
前
掲
拙
稿
〈
注
(
悦
)
)
一
一
五
i
一
二
ハ
頁
参
照
。

〈
釘
)
「
〔
学
説
は
、
憲
法
二
五
条
に
〕
立
法
の
解
釈
基
準
と
し
て
の
法
的
意
味
を
認
め
て
い
た
」
〈
中
村
・
前
掲
『
社
会
権
の
解
釈
』
五
七
頁
)
、

と
説
明
さ
れ
た
り
す
る
が
、
そ
こ
で
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
「
法
的
意
味
」
と
い
え
る
の
か
が
、
聞
い
蔵
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

憲
法
解
釈
論
の
あ
り
方

一一一一五


